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〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（南区）� 80

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（南区）� 80

〇自動車臨時運行許可番号標の失効（西区）� 81

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安佐北区）� 81

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安佐北区）� 82

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安芸区）� 84

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安芸区）� 84

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（佐伯区）� 84

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（佐伯区）� 85

区 選 管 告 示

〇イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更�

（安佐南区）� 70

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 70

〇広島市安佐北区地域福祉センター及び広島�

市可部福祉センターの使用料の収納事務の�

委託（安佐北区）� 70

〇広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事�

務の委託（安佐北区）� 70

〇区出納員の事務の一部委任の解除（安佐北�

区）� 70

〇区出納員の事務の一部委任（安佐北区）�

２件� 71

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 71

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 71

〇広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広�

島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の�

収納事務の委託（安芸区）� 72

〇広島市安芸区地域福祉センター，広島市畑�

賀福祉センター，広島市阿戸福祉センター�

及び広島市矢野福祉センターの使用料の収�

納事務の委託（安芸区）� 72

〇広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事�

務の委託（安芸区）� 72

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（安芸区）� 72

〇望ケ丘自治会の告示事項の変更（安芸区）� 72

〇成岡自治会の告示事項の変更（安芸区）� 72

〇桑原町内会の告示事項の変更（安芸区）� 73

〇放置自転車等の撤去（安芸区）� 73

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 73

〇区出納員の事務の一部委任（安芸区）　４�

件� 73

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安芸区）� 74

〇佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使�

用料収納事務の委託（佐伯区）� 74

〇広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老�

人いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの�

家さつき荘，広島市老人いこいの家八幡荘，�

広島市老人いこいの家倉重荘，広島市老人�

いこいの家中央荘，広島市老人いこいの家�

五日市荘，広島市老人いこいの家楽々荘，�

広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収�

納事務の委託（佐伯区）� 74

〇広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収�

納事務の委託（佐伯区）� 74

〇広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の�
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る者に該当し，かつ，公共職業安定所長が同項に規定する

指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安

定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当で

あると認めたもの

　第２条第１０項第５号中「の紹介した」を「，職業安定法第４

条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８条の２

に規定する職業紹介事業者の紹介した」に改める。

　附則に次の１項を加える。

３　平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第２条第

９項の規定の適用については，同項中「第２８条まで」とある

のは「第２８条まで及び附則第５条」と，同項第２号中「イ　

雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理

由により就職が困難な者であつて，同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し，

かつ，公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして

再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定

する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるの

は
「イ　雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で

　　ウ　特定退職者であつて，雇用保険法附則第５条第１項に

定める理由により就職が困難な者であつて，同法第２４条の２

規定する地域内に居住し，かつ，公共職業安定所長が同法第２

第１項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に

４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進す

該当し，かつ，公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に

るために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を

照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４

行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。）

項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

とする。

附　則

１　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条第１０

項第５号の改正規定及び附則第３項の規定は，平成３０年１月

１日（同項において「一部施行日」という。）から施行する。

２　この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）によ

る改正後の失業者の退職手当支給規則第２条第９項（第２号に

係る部分に限り，同規則附則第３項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定は，退職職員（退職した職員（職

員の退職手当に関する条例（昭和２８年広島市条例第６２号）

第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員と

みなされる者を含む。）をいう。）をいう。次項において同

じ。）であって失業者の退職手当支給規則第２条第１項第２号

に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた

日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法

（昭和４９年法律第１１６号）の規定を適用した場合における

その者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の

同条第２項の退職手当の支給を受け終わった日が平成２９年４

月１日以後であるものについて適用する。

３　退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成

〇選挙人名簿の抄本の閲覧状況（南区）� 86

〇選挙人名簿の抄本の閲覧状況（安佐南区）� 86

〇選挙人名簿の抄本の閲覧状況（安佐北区）� 86

〇公職選挙法による在外選挙人名簿の抹消�

（安佐北区）� 86

〇選挙人名簿の抄本の閲覧状況（佐伯区）� 86

人事委員会規則

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改�

正する規則（第６号）� 86

教 委 告 示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催（第�

６号）� 87

〇公印の印影印刷（第７号）　２件� 87

監 査 公 表

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表（第５号）� 87

監 査 告 示

〇地方自治法による告示（第１号）� 91

規 則
広島市規則第４０号

平成２９年４月２８日

　失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則

　失業者の退職手当支給規則（昭和２９年広島市規則第７号）の

一部を次のように改正する。

　第１条の２第１項中「定めるもの」の右に「（以下「特定退職

者」という。）」を加える。

　第２条第１項及び第２項中「前条第１項各号に掲げる者」を

「特定退職者」に改め，同項ただし書中「前項第２号」を「同

号」に，「雇用保険法」を「同法」に改め，同条第９項中「第１

項又は第２項の退職手当」を「基本手当に相当する退職手当」に

改め，第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に

次の１号を加える。

　⑵　その者が次のいずれかに該当する場合

ア　特定退職者であつて，雇用保険法第２４条の２第１項各

号に掲げる者に相当する者として市長が定める者のいずれ

かに該当し，かつ，公共職業安定所長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定

法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第４項に規定する

職業指導を行うことが適当であると認めたもの

イ　雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定

める理由により就職が困難な者であつて，同法第２４条の

２第１項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定め
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広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４９号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

公益財団法人広島市スポーツ協会

代表者　会長　山根　恒弘

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５０号

平成２９年４月１日

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条に規定する特定計量

器の定期検査を，次のとおり実施するので，同法第２１条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　実施区域及び実施期日

⑴　非自動はかりでひょう量が２トン以下のもの，分銅及びお

もり

　　安芸区　　�平成２９年５月８日から平成３０年３月３１日ま

で

　　東区　　　�平成２９年６月１２日から平成３０年３月３１日

まで

　　南区　　　�平成２９年７月３１日から平成３０年３月３１日

まで

　　中区　　　�平成２９年１１月１３日から平成３０年３月３１

日まで

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。）

⑵　非自動はかりでひょう量が２トンを超えるもの

安芸区，東区，南区及び中区　平成２９年１１月２０日から

平成３０年３月３１日まで

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日

を除く。）

２　実施場所

２９年法律第１４号）第４条の規定による改正後の職業安定法

（昭和２２年法律第１４１号）第４条第８項に規定する特定地

方公共団体又は同法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の

紹介により職業に就いたものに対する附則第１項ただし書に規

定する改正規定による改正後の失業者の退職手当支給規則第２

条第１０項（第５号に係る部分に限り，失業者の退職手当支給

規則第２条第１４項において準用する場合を含む。）の規定

は，当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が一部施行

日以後である場合について適用する。

告 示
広島市告示第１４６号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４７号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４８号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属

設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項

の規定により告示します。
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３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名　福田　浩

住所　広島市中区堺町一丁目８番１－１３０２号

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払方法

契約の定めるところによる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５４号

平成２９年４月１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき，別紙のとおり平成２９年度の賦課対象区域

を告示します。

広島市長　　松　井　一　實

（別紙）

区名 町名 地番
東区 山根町 ９６番２，１２４０番１

戸坂山根二丁目 １２５１番４，１２５１番５，１２５１
番８

中山南一丁目 ７番１５，１８８番４
中山西二丁目 ５４５番１
中山中町 ８８２番１，９０５番２，９０５番４か

ら７まで
上温品一丁目 ７０８番１，７０８番１３から１５まで
馬木四丁目 ２１０６番５
馬木七丁目 ５８９番４，５８９番５，２０４９番１

から３２まで，２０６５番１，２０６５
番７から２０まで，２０６５番２２から
４７まで，２０６５番４９から５６まで，
２０６６番１，２０６６番８から１１ま
で，２０６８番１，２０６８番２，２０�
７０番１から４まで，２０７０番９から
４８まで，２０７１番３，２０７１番５，�
２０７３番２

馬木八丁目 ５２８番１１
福田四丁目 ４０８番５６，４０８番１４７から１５�

１まで

区名 町名 地番
南区 青崎一丁目 ９９番１０

堀越二丁目 ４７番１，４７番８，４７番９，８１
番，３２４番１，３２４番２

丹那町 ２１０番３３，２１０番３７

区名 町名 地番
西区 高須三丁目 １８９番４から６まで

高須四丁目 １１７９番１，１１７９番６
田方二丁目 ９６９番４，９６９番５，９６９番１１

から１５まで，９６９番１７，甲９６９
番６から１０まで，１６５０番４，１６�
５０番７から９まで，１６５０番１６，�
１６６９番１，１６６９番２，１７９４
番１１，１７９４番２３，１７９４番２�
５，１７９４番２６，１７９４番４２，

特定計量器の所在場所

ただし，特段の理由がある場合にあっては，広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

３　定期検査を実施する者

広島市指定定期検査機関　一般社団法人広島県計量協会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５１号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第

１項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので，同令第

１５８条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区丹那町４番１２号

一般社団法人　広島県計量協会

会長　山本　和彦

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５２号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市留学生会館の使用料（交流施設に係る

使用料に限る。）の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定に基づき告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松原５番９号

株式会社オオケン

代表者　代表取締役　大中　恒男

２　委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５３号

平成２９年４月１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２７第２

項の規定により，包括外部監査契約を締結したので，同法第

２５２条の３６第５項の規定により，次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　包括外部監査契約の期間の始期

平成２９年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

基本費用及び執務費用とする。
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３３１番１から２９まで，３３２番１か
ら３５まで，３３３番１から２７まで，
３３４番１から８まで，３３５番１から
２６まで，３３６番１から２５まで，３�
３７番１から１６まで，３３８番１から
１０まで，３３９番１から２９まで，３�
４０番１から２８まで，３４１番１から
２６まで，３４２番１から２６まで，３�
４３番２から７まで，３４４番

山本新町四丁目 ４２６番
山本新町五丁目 ５００番１から２４まで，５００番２８

から３０まで，５００番３３から３６ま
で，５００番３９から４８まで，５０１
番１から２１まで，５０２番１から２８
まで，５０３番１から２８まで，５０４
番１から５０まで，５０５番１から３０
まで，５０６番１から３０まで，５０７
番１から１１まで，５０８番１から１４
まで，５０９番１から２０まで，５１０
番１から１８まで，５１１番１から２６
まで，５２８番１から２６まで，５２９
番１から２５まで，５３０番１から２５
まで，５３１番１から２４まで，５３２
番１から２２まで，５３４番１から２１
まで，５３５番１から２１まで，５３６
番１から２２まで，５３７番１から２１
まで，５３８番１から２３まで，５３９
番１から１３まで，５４０番１から３７
まで，５４１番１から３２まで，５４２
番１から１６まで，５４４番１，５４４
番２

伴東一丁目 ８２８５番２，８２８７番４
伴東二丁目 ８８２２番２，９２０８番１，９２０８

番６から１１まで
伴東三丁目 ９２２３番１
伴東四丁目 ６７４４番１，６８５７番２
伴東七丁目 ５７９７番３，５８５５番１，５８５５

番３
川内一丁目 １５１５番６
川内六丁目 ４４５番２から７まで，４７２番３
八木六丁目 １６８０番１５
緑井四丁目 ３３０５番８
緑井七丁目 ２１５１番１２，２１５１番１４，２１�

５１番１５
東野二丁目 ６２２番１，７１６番６，７１６番１３，�

８９８番４から６まで，８９８番９
東野三丁目 ８３８番１，８３８番１２，８３８番１�

３
安東二丁目 １７３９番１
上安一丁目 １０７７番１
上安二丁目 １３０番１，１３０番１０から１５まで
上安三丁目 １１６１番８，１１８６番８，１１８６

番２８，１１８６番２９
相田一丁目 １３０番９
相田二丁目 ３５４番１，３５４番１６，３５４番１�

７，３５４番２１，３５５番３，３５５
番６から９まで

高取北一丁目 １４４番８から１０まで
長束三丁目 ９６９番２，９６９番３，９６９番７か

ら１０まで，９７０番３，９７８番４
長束五丁目 １３６５番１

１７９４番４５
南観音五丁目 １７２７番１，１７２７番３，１７２８

番１から３まで
井口三丁目 ７２４番３，７２４番１５
井口四丁目 ５０６番５２から５４まで
井口五丁目 ６８４番１から３まで
三滝本町二丁目 ５１５番，５１６番
己斐本町三丁目 ２３６０番１，２３６０番１０，２３６�

０番１１，２３６０番１５から１８まで，
２４１３番５

己斐中二丁目 ８３番４，８３番９，８３番１０，８４
番１４，８７番５，８７番６，８７番８，�
１４８番３，１４８番５，１４８番１３，�
１４８番１５，１４８番１６，１７３番
２，１７４番２，１７４番６

己斐上二丁目 ２０６８番２から４まで

区名 町名 地番
安佐
南区

山本新町一丁目 １００番１から１１まで，１００番１４
から２３まで，１００番２５から３８ま
で，１００番４０から５３まで，１０１
番２，１０１番１９，１０１番２０，１�
０２番１から１１まで，１０３番１から
１０まで，１０４番１から１４まで，１�
０５番１から９まで，１０６番１から９
まで，１０７番１から１９まで，１０８
番１から２３まで，１１０番１から６ま
で，１１１番１から８まで，１１２番１
から５まで，１１３番１から２６まで，
１３４６番６，５００６番６７

山本新町二丁目 ２００番１から１７まで，２００番２２
から２５まで，２０１番１から１９まで，
２０２番１から３１まで，２０３番１か
ら２５まで，２０４番１から１６まで，
２０５番１から２８まで，２０６番１か
ら３４まで，２０７番１から３４まで，
２０８番１から３４まで，２０９番１か
ら１６まで，２１０番１，２１０番２，�
２１１番１から１０まで，２１２番１か
ら２４まで，２１３番１から３１まで，
２１４番１から３１まで，２１５番１か
ら３１まで，２１６番１から２１まで，
２１７番１から１０まで，２１８番１か
ら１８まで

山本新町三丁目 ３００番１，３００番３から２２まで，
３００番３１から３４まで，３００番３�
６から４８まで，３００番５０から５２
まで，３０２番１から８まで，３０４番
１から１１まで，３０５番１から２４ま
で，３０６番１から２４まで，３０７番
１から２４まで，３０８番１から２５ま
で，３０９番１から２０まで，３１０番
１から３１まで，３１１番１から２４ま
で，３１２番１から８まで，３１４番１
から１１まで，３１５番１から１９まで，
３１６番１，３１６番２，３１７番１か
ら２８まで，３１８番１から２８まで，
３１９番１から２４まで，３２０番１か
ら２６まで，３２１番１から２５まで，
３２２番１から２５まで，３２３番１か
ら３６まで，３２４番１から２７まで，
３２５番１から２９まで，３２６番１か
ら２７まで，３２７番１から２８まで，
３２８番１から２３まで，３２９番２か
ら１２まで，３３０番１から１５まで，
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亀山四丁目 １１２７番１から５まで，１１２８番
亀山七丁目 ３８８番６，３８８番８から１３まで
亀山九丁目 ３０４５番２，３０４５番１２から１９

まで，３０７４番１から５まで，３０７�
７番，３０７８番２，３１３２番１，３�
１３２番２

三入二丁目 １１２０番１，１１２０番７から９まで，
１１７７番１，１１７７番３，１１７７
番５から１１まで，１１７８番１

三入四丁目 １２５番４
三入五丁目 ２２９番１
三入七丁目 ３１６番１４，３１８番
三入南一丁目 １８１５番
三入南二丁目 ２８番４，２８番７，１７６２番６
可部町大字上町
屋

１７６３番４，１７６３番６，１７６６
番３，１７６６番５から１５まで，１７�
６７番２から４まで，１７６７番７，１�
７６７番１０から２５まで

可部町大字南原 ５１８番１，５１８番５から８まで，５�
１８番１０，５１８番１２，５１８番１�
３，５１８番１６，５１８番１８，５３�
２番２から９まで，７１８番，７１９番，
７３５番５，７３９番１，７４０番１

区名 町名 地番
安芸
区

矢野町 ７５２番９２，７５２番９９８から１０�
０２まで

船越六丁目 １４７５番１，１４７５番４から１７ま
で

矢野東四丁目 ３１７３番１，３１７３番２，３１７３
番７，３１７４番１，３１７４番２，３�
１９０番１，３１９０番３，３１９０番
４

矢野西一丁目 ５３６８番２
矢野西三丁目 ６２７６番，６２７７番
矢野西五丁目 １２６９番４
畑賀一丁目 １０６番２３，１０６番２４，１０６番

２６から２８まで
畑賀三丁目 ７３８番３，７３９番２から６まで
中野二丁目 ９９番１
中野三丁目 １６４６番３，１６４６番８，１６４７

番１，１６４７番３，１６４７番５
中野四丁目 １８１２番５，１８１２番６，１８１２

番８
中野東二丁目 ６４３８番３から６まで，６４３９番１，

６４３９番４から１１まで，６４５４番
１から４まで

中野東六丁目 ４４１３番１から１９まで，４４１３番
２１から２４まで，４４２５番１，４４�
２５番４，４４２５番５，４４２６番１

瀬野三丁目 １０８１番２，１０８１番８，１０８２
番，１０８５番１から６まで，１０８６
番，１０８７番１，１０８７番２，１０�
８７番９，１０８８番，１０９２番３，
１０９２番４，１０９２番６，１１０１
番，１１０２番，１１０６番，１１０７
番１から３まで，１１１０番，１１１１
番１，１１１１番２，１１１３番２，１�
１１４番１，１１１６番２

西原二丁目 ２０９３番４
山本六丁目 ８０３番２２，８０７番４
山本七丁目 ５１９番１，１５０７番１
山本九丁目 ５７８番，５７９番，５８１番，５８２

番，５８３番１，５８４番，５８５番１，�
１２０７番４から８まで，１２０７番１�
１から１６まで

祇園一丁目 ６３番１から６まで
祇園二丁目 ４番
祇園四丁目 １３３５番３，１３３５番４
古市三丁目 １２１７番３，１２３０番１，１２３０

番３４，１２３０番３５，１２３０番３�
７から３９まで

中筋二丁目 ６９１番，６９５番
中筋四丁目 ９０１番４，９０１番６，９２２番３，�

９２２番１７

区名 町名 地番
安佐
北区

落合南二丁目 ６４８番
深川一丁目 ９９１番１６から２３まで，９９３番１，�

９９３番９から１１まで
深川六丁目 １２７７番１，１２７７番２，１２７７

番４，１２７７番５，１２９０番１，１�
２９０番４から６まで

深川八丁目 １０８９番２，１０８９番
上深川町 ７３８番１，７３８番２，７４７番１
狩留家町 ２１７２番３，２１７４番１，２２００

番，２２０１番１，２２０１番２，２２�
０２番１，２２０２番２，２２０３番，�
２２０４番１，２２０４番２，２２０５
番１，２２０５番４，２２９６番１，２�
２９７番，２２９８番１，２２９８番３，�
２３００番１，２３０２番１，２３０５
番４，２３１０番１，２３１０番９，２�
３１１番１，２３１１番２，２３１１番
４，２３１１番５，２３１１番７，２３�
１３番１から３まで，２３１４番１，２�
３１５番１，２３１６番，２３１７番，
２３１８番１，２３２０番１，２３２０
番２，２３２１番１，２３２１番２，２�
３２２番１，２３２２番２，２３２３番
１から３まで，２３２５番５から７まで，�
２３３５番１，２３４１番，２３４２番，�
２３６１番１，２３６２番１，２９８２
番５，２９８５番，２９８６番，２９８�
７番１，２９９０番１，２９９０番２，�
２９９１番１，２９９１番２，２９９２
番１から３まで，２９９４番

可部四丁目 １８９番２から６まで，１８９番１２
可部五丁目 １２９１番１から４まで，１２９１番６

から２３まで
可部七丁目 甲１１３番・乙１１３合併
可部八丁目 ８１１番１，８１１番３，８１１番５か

ら９まで
可部九丁目 ３２２番１，３２２番２６から２９まで
可部南三丁目 １７４番１から３まで，１７７番，１７�

８番
亀山一丁目 ９９０番２，９９１番１
亀山二丁目 ５４３番１
亀山三丁目 １２４４番１４，１２４６番２，１２４�

６番４から７まで
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複写手数料に係る収納事務並びに広島城，広島市こども文化科学

館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　　藤岡　賢司

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５８号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等保管所における自転車等の撤

去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐

車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区西白島町２３番９号

公益財団法人広島市シルバー人材センター

理事長　　滝澤　宏二

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５９号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人　広島市社会福祉事業団

代表者　　理事長　松井　一實

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６０号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

区名 町名 地番
佐伯
区

五日市町大字石
内

山１３２５番２３，山１３２５番２４，�
５０４９番４，５０６９番３，５０６９
番６から８まで，５０６９番１４

屋代三丁目 ３８７番１，４８０番１１
三筋二丁目 ９８番３から５まで，９９番１，９９番

７
五日市中央五丁
目

１４８０番３，１５１９番２，１５２１
番１，２４７５番１

五日市一丁目 ２３５番１３
八幡東二丁目 ６０４番２，６０４番１２，６０４番１�

３
八幡三丁目 １１５２番１，１１５２番３
坪井二丁目 ４９７番１，４９７番２
三宅四丁目 ５２０番３，６１６番３，６１６番５，�

６１６番８，６１６番１０，６１９番９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５５号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

公益財団法人広島市産業振興センター

代表者　理事長　皆本　也寸志

２　委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５６号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市交通科学館の手数料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐南区長楽寺二丁目１２番１号

広島高速交通株式会社

代表取締役社長　竹内　功

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５７号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市江波山気象館及び広島市郷土資料館の
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　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

　　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６４号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市男女共同参画推進センター使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区白島北町１８番２－６０１号

男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

理事長　信政　ちえ子

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６５号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

委託先及び委託期間

１　委託先

東京都千代田区一番町２５番地

地方公共団体情報システム機構

理事長　吉本　和彦

２　委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６６号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央勤労青少年ホーム，広島市安佐勤

労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区八丁堀２番３１号

東宝ビル管理株式会社中国支社

支社長　長野　栄司

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６１号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における

刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので，同条

第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

　　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６２号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物

売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

　　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６３号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者
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（福）広島光
明学園

レインボー光
明

東区牛田本町五丁
目１番２号

小規模保育事
業Ａ型

（株）ＨＯＰ
ＰＡ

ＨＯＰＰＡ中
広園

西区中広町一丁目
４番１１号

小規模保育事
業Ａ型

（株）ＴＩＣ
ふるいち　ち
びっこの森保
育園

安佐南区古市二丁
目３５番１０号

小規模保育事
業Ａ型

（株）ＨＯＰ
ＰＡ

ＨＯＰＰＡ古
市園

安佐南区古市二丁
目１７番４号

小規模保育事
業Ａ型

（株）ニチイ
学館

ニチイキッズ
西原保育園

安佐南区西原八丁
目２５番１０号

小規模保育事
業Ａ型

（一社）あお
ぞら会 ＯＮＥ保育園 佐伯区利松二丁目

７番６号
小規模保育事
業Ａ型

（一社）白鷺
ＮＨＣ

五日市いちご
保育園

佐伯区楽々園二丁
目１番３４号

小規模保育事
業Ａ型

（一社）あお
ぞら会

保育所和ちゃ
ん

佐伯区千同一丁目
２１番６号

小規模保育事
業Ａ型

（有）リラッ
クス

りらっくす保
育園

広島市中区舟入幸
町６番７号

小規模型事業
所内保育事業

（医）厚生堂 横川さくら保
育園

広島市西区打越町
１７番７号

小規模型事業
所内保育事業

オタフクソー
ス（株）

オタフクふっ
くる保育園

広島市西区井口明
神一丁目１４番４�
８号

小規模型事業
所内保育事業

確認年月日　平成２９年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６９号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

別紙のとおり

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

代表者　理事長　藤岡　賢司

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６７号

平成２９年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項の確認をしましたので，同法第４１条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 施設の種類
（一社）にこ
にこ保育園

にこにこ保育
園

南区宇品神田五丁
目１７番６号 保育所

（株）あい 観音本町保育
園

西区観音本町一丁
目９番２６－１号 保育所

（有）ＨＵＧ 梅林よつば保
育園

安佐南区八木二丁
目１９番５０号 保育所

（株）オウエ
ン

ＳｕｎＳｕｎ
保育園

安佐南区中筋二丁
目８番１号 保育所

（福）順正寺
福祉会

順正寺こども
園

中区吉島新町一丁
目１７番７号

幼保連携型認
定こども園

（学）幸和学
園

こうわ認定こ
ども園

南区堀越一丁目８
番１４号

幼保連携型認
定こども園

（学）安芸学
園

認定こども園
安芸幼稚園

南区比治山本町１�
２番６０号

幼保連携型認
定こども園

（学）法輪学
園

認定こども園
ほうりん安幼
稚園

安佐南区相田四丁
目８番２２号

幼保連携型認
定こども園

（福）三篠会 白木いづみこ
ども園

安佐北区白木町大
字小越１７－８

幼保連携型認
定こども園

（福）広島光
明学園

認定こども園
牛田新町光明
保育園

東区牛田新町三丁
目２０番１５号

保育所型認定
こども園

（株）ブーフ
ーウー

認定こども園
ブーフーウー

安佐南区西原七丁
目５番２０号

地方裁量型認
定こども園

確認年月日　平成２９年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６８号

平成２９年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２９条第１項の確認をしましたので，同法第５３条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類
（株）ＨＯＰ
ＰＡ

ＨＯＰＰＡ宝
町園 中区宝町８番８号 小規模保育事

業Ａ型
（福）広島常
光福祉会

クローバー保
育園

中区東千田町一丁
目１番４８号

小規模保育事
業Ａ型

（福）広島常
光福祉会 げんき保育園 東区馬木四丁目２�

１２２番１号
小規模保育事
業Ａ型

（株）くうね
あ

くすの木保育
園・戸坂

東区戸坂千足二丁
目６番１９号

小規模保育事
業Ａ型
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（別紙）
件数 ＮＯ 契約年 月 日 名称 住所 代表者職氏名

1 2 17 10 01 有限会社　山陽テープ 広島市西区庚午中四丁目１１番８号 代表取締役　森　英二

2 3 17 10 01 株式会社　箸十 広島市南区段原南一丁目１１番２７号 代表取締役　徳良　英治

3 4 17 10 01 広島県薬業株式会社 広島市西区商工センター三丁目４番２５号 代表取締役　吉村　元亨

4 5 17 10 01 株式会社フレスタ 広島市西区横川町三丁目２番３６号 代表取締役　宗兼　邦生

5 6 17 10 01 株式会社　村上商店 安芸郡府中町浜田一丁目１番２号 代表取締役　村上　静治

6 7 17 10 01 生活協同組合ひろしま 広島市西区草津港二丁目８番４２号 理事長　小泉　信司

7 8 17 10 01 株式会社タイヨーパッケージ 広島市西区商工センター二丁目４番１７号 代表取締役　野村　洋介

8 10 17 10 01 株式会社　広島積善館 広島市中区紙屋町二丁目３番２６号 代表取締役　岡原　秀登

9 11 17 10 01 株式会社　古江商会 広島市西区東観音町３０番８号 代表取締役　古江　暢敏

10 12 17 10 01 山口産業株式会社 広島市安佐北区可部町桐原５０４番地の５ 代表取締役　古江　暢敏

11 13 17 10 01 岡田産業有限会社 広島市中区吉島新町二丁目２５番１２号 代表取締役　會津　昌彦

12 14 17 10 01 有限会社カジショウ 広島市東区牛田旭二丁目６番６号 代表取締役　梶川　弘

13 15 17 10 01 株式会社オックス 広島市中区光南三丁目９番６号 代表取締役　畑岡　完二

14 16 17 10 01 Delta�Package株式会社 広島市中区舟入川口町１４番１１号 代表取締役　本多　立憲

15 19 17 10 01 有限会社　五十六屋 広島市安佐北区真亀三丁目２番５号 代表取締役　桑原　五十六

16 20 17 10 01 株式会社シンギ 広島市中区南吉島二丁目１番２４号 代表取締役　田中　友啓

17 21 17 10 01 株式会社ファミリーマートサービス・雑
誌部　ＣＫＳサービス・雑誌グループ 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 部付部長　内平　和人

18 23 17 10 01 株式会社エコス 広島市西区草津浜町１２番１８号 代表取締役　吉本　浩之

19 24 17 10 01 株式会社せんぼう 広島市西区庚午中四丁目１４番２２号 代表取締役　先坊　秀隆

20 25 17 10 01 八洲管理株式会社 広島市西区東観音町１９番１－２０２号 代表取締役　佐藤　二郎

21 26 17 10 01 有限会社　正木縫製 廿日市市宮内２２７１番地の２ 代表取締役　正木　昭良

22 27 17 10 01 中国シンワ株式会社 広島市佐伯区利松二丁目１３番９号 代表取締役　太原　真弘

23 29 17 10 01 株式会社　広和商事 広島市南区霞二丁目８番９号 代表取締役　小南　和泉

24 30 17 10 01 西村ジョイ株式会社 広島市安佐南区八木二丁目３番４０号 代表取締役　西村　久

25 34 17 10 01 東広島食糧企業組合 広島市南区大州二丁目１５番１４号 代表理事　石井　正博

26 35 17 10 01 ケーケーシゲモト株式会社 広島市南区南蟹屋一丁目７番１８号 代表取締役　川下　弘

27 37 17 10 01 高千峰金物株式会社 広島市西区商工センター四丁目３番２０号 代表取締役　木村　正綱

28 39 17 10 01 株式会社　広島県リースタオル 広島市南区東雲一丁目１２番２７号 代表取締役　井藤　秀夫

29 42 17 10 01 株式会社ジュンテンドー 島根県益田市下本郷町２０６番地５ 代表取締役社長　飯塚　正

30 43 17 10 01 株式会社　本多商会 広島市西区東観音町６番２２号 代表取締役　本多　俊之

31 44 17 10 01 有限会社　鍵本商店 広島市東区光町一丁目１番２３号 代表取締役　鍵本　一浩

32 45 17 10 01 一般社団法人広島市食品衛生協会 広島市中区富士見町１１番２７号　広島市保健
所内 会長　大谷　博国

33 46 17 10 01 共栄金物株式会社 広島市西区横川町一丁目５番２１号 代表取締役　下田　和彦

34 47 17 10 01 株式会社やしき 広島市西区商工センター一丁目４番３６号 代表取締役　原　敬

35 48 17 10 01 エフピコイシダ株式会社 広島市西区商工センター五丁目５番２号 代表取締役　渡邊　聡

36 49 17 10 01 有限会社　オカノ機器 広島市佐伯区三宅五丁目１９３番地５ 代表取締役　岡本　英明

37 50 17 10 01 さくらメンテナンス株式会社 広島市西区草津浜町２３番１２号 代表取締役　松野　正信

38 52 17 10 01 西日本リネンサプライ株式会社 広島県安芸郡海田町南つくも町１３番３５号 代表取締役　今井　誠則

39 54 17 10 01 株式会社スパーク 広島市西区商工センター二丁目１７番３７号 代表取締役　長崎　清忠

40 56 17 10 01 広伸化学株式会社 広島市西区田方一丁目２５番１６号 代表取締役　高宮　英夫

41 57 17 10 01 株式会社　一光 広島市西区庚午南二丁目３６番１８号 代表取締役　一面　雅則

42 59 17 10 01 ヤマザキデイリーストアー　モコ店 広島市安佐南区毘沙門台二丁目８番３２号 橋本　常彦

43 61 17 10 01 マックスバリュ西日本株式会社 広島市南区段原南一丁目３番５２号　広島段原
ショッピングセンター５階 代表取締役　加栗　章男

44 62 17 10 01 株式会社ブンシジャパン 山口県周南市清水二丁目３番７号 代表取締役　藤村　周介

45 63 17 10 01 山重商事有限会社 広島市中区薬研堀５番１号 代表取締役　山重　憲三

46 65 17 10 01 長神金物有限会社 広島市安佐南区長束二丁目１０番５号 代表取締役　長神　宗一郎

47 66 17 10 01 株式会社　大迫本社 広島市安芸区矢野西五丁目３番１６号 代表取締役　岡本　昌樹

48 67 17 10 01 株式会社やまひ 広島市西区商工センター一丁目４番２８号 代表取締役　山樋　明洋

49 68 17 10 01 有限会社　石井商店 広島市安佐南区西原一丁目１６番８号 取締役　石井　孝子

50 71 17 10 01 有限会社　森田商店 広島市東区愛宕町７番１８号 取締役社長　大塩　勤



―１４―　第１０４４号� 平成２９年５月３１日広　　島　　市　　報

51 72 17 10 01 三浦商店 広島市西区商工センター一丁目４番２６号 　三浦　幸三郎
52 73 17 10 01 広島県ビルメンテナンス協同組合 広島市西区己斐本町二丁目１９番３号 代表理事　澤田　英治

53 75 17 10 01 広島県飲食業生活衛生同業組合　広島
市支部 広島市中区河原町１－２６　環衛ビル５階 支部長　大前　晋男

54 76 17 10 01 石橋包装株式会社 広島市南区東本浦町８番１８号 代表取締役　石橋　勇美

55 77 17 10 01 株式会社ナフコ　ホームプラザナフコ
沼田店 広島市安佐南区伴東五丁目１３番１７号 店長　飛永　洋樹

56 79 17 10 01 ホームプラザナフコ安佐北店 広島市安佐北区亀山九丁目１３番１４－１２号 店長　春日　伸康
57 80 17 10 01 有限会社　小橋商会 広島市佐伯区五日市中央七丁目６番３１号 代表取締役　小橋　健一
58 81 17 10 01 有限会社ナカムラ 広島市東区東蟹屋町５番６号 代表取締役　中村　邦雄
59 84 17 10 01 西尾商店 広島市中区東白島町１９番９０号 　西尾　昌純
60 85 17 10 01 有限会社ダイワ共栄物産 広島市東区東蟹屋町６－１０ 代表取締役　大下　孝

61 86 17 10 01 株式会社ナフコ　ホームプラザナフコ
西風新都店 広島市安佐南区大塚西三丁目２番３３号 店長　玉谷　昭夫

62 87 17 10 01 有限会社エスケー産業 広島市佐伯区三宅四丁目３番６４号 代表取締役　杉田　勘治
63 89 17 10 01 山幸産業株式会社 広島市西区中広町二丁目１２番１４号 代表取締役　高山　英之
64 90 17 10 01 ヒロホー株式会社 広島市西区草津東一丁目６番２３号 代表取締役　小早川　昌士
65 93 17 10 01 株式会社イズミテクノ 広島市西区商工センター二丁目３番１号 代表取締役　徳田　隆

66 97 17 10 01 株式会社ナフコ　ホームプラザナフコ
高陽店 広島市安佐北区小河原町１４８－１ 店長　滝山　兼多

67 98 17 10 01 ニイダ株式会社 広島市西区井口三丁目８番２２号 代表取締役　讃岐　芳明
68 100 17 10 01 株式会社　Ａコープ西日本 広島市西区草津港二丁目６番５０号 代表取締役社長　草場　浩
69 101 17 10 01 宮田油業株式会社 広島市中区猫屋町１番１６号 代表取締役　宮田　典治
70 102 17 10 01 有限会社　円 広島市南区西本浦町２１番１号 代表取締役　増田　えり子
71 103 17 10 01 ロイヤルホームセンター株式会社 大阪市西区阿波座一丁目５番１６号 代表取締役　中山　正明
72 105 17 10 01 株式会社クラフトコーポレーション 広島市安佐南区西原二丁目９番３７号 代表取締役　松苗　晃
73 106 17 10 01 株式会社　広電ストア 広島市中区東千田町二丁目９番２９号 代表取締役　脇本　和男
74 109 17 10 01 株式会社　広島バスセンター 広島市中区基町６番２７号 代表取締役　荒本　徹哉
75 110 17 10 01 株式会社イズミ 広島市東区二葉の里３丁目３番１号 代表取締役社長　山西　泰明
76 111 17 10 01 道下浩文堂 広島市中区住吉町１０番１４号 　道下　浩一郎
77 112 17 10 01 有限会社きむらストアー 広島市南区大州二丁目９番３号 代表取締役　木村　敏春
78 115 17 10 01 デイリーヤマザキ広島大林店 広島市安佐北区大林一丁目８番８号 　佐々田　佳代子
79 116 17 10 01 デイリーヤマザキ可部三入店 広島市安佐北区三入二丁目１番１０号 　佐々田　佳代子
80 117 17 10 01 株式会社　秀栄 広島市東区上大須賀町１３番８号 代表取締役　堀田　秀貴

81 119 17 10 01 山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 デイリーヤマザキ事業統括本
部長　島田　克哉

82 125 18 04 01 デイリーヤマザキ　広島楠木店 広島市西区楠木町一丁目１１－１７ 　小川　恵子
83 126 17 10 01 有限会社いまぎり酒店 広島市西区福島町二丁目４番１８号 代表取締役　今桐　義明
84 127 17 10 01 株式会社ポプラ 広島市安佐北区安佐町大字久地６６５番地の１ 代表取締役社長　目黒　真司
85 128 17 10 01 株式会社　ユアーズ 広島市東区二葉の里三丁目３番１号 代表取締役社長　根石　紀雄
86 129 17 10 01 株式会社フジ 愛媛県松山市宮西一丁目２番１号 代表取締役　尾﨑　英雄
87 131 17 10 01 いで酒店 広島市安芸区中野東六丁目１１番１２－６号 　井手　忠
88 133 17 10 01 有限会社　井出酒店 広島市安芸区畑賀三丁目３１番１５号 代表取締役　井手　信博
89 136 17 10 01 三友商事株式会社 広島市南区南蟹屋二丁目４番２５号 代表取締役　上田　勝彦

90 137 17 10 01 株式会社サンリブ広島・山口地区店舗
運営部 安芸郡府中町大須四丁目２番１０号 取締役　高山　明浩

91 138 17 10 01 有限会社　和田 広島市安芸区矢野西五丁目１０番６号 代表取締役　和田　政勝
92 139 17 10 01 有限会社ヤマナカ 広島市西区三滝町１７番１８号 代表取締役　山中　悟
93 140 17 10 01 株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 代表取締役社長　澤田　貴司
94 144 17 10 01 朝日食品容器株式会社 呉市築地町４番２９号 代表取締役社長　朝日　光弘

95 146 17 10 01 株式会社ローソン　運営本部　中四国
運営部 岡山市北区磨屋町１０番１２号 運営統括　城戸　貢

96 147 17 10 01 広島市廃棄物処理事業協同組合 広島市中区国泰寺町二丁目５番２７号 代表理事　中　健一

97 149 17 10 01 株式会社　セブン－イレブン・ジャパ
ン 東京都千代田区二番町８番地８ 代表取締役　古屋　一樹

98 150 17 10 01 株式会社パルコスペースシステムズ広
島事業所 広島市中区本通１０番１号 事業所長　吉野　克巳
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99 151 17 10 01 有限会社やまね 広島市中区流川町６番７号 代表取締役　山根　広展

100 163 17 10 01 広島地下街開発株式会社 広島市中区基町地下街１００号 代表取締役社長　片平　靖

101 166 17 10 01 広島北部青果食品協同組合 広島市安佐南区緑井六丁目１番６号 理事長　上河内　孝義

102 167 17 10 01 新生商事株式会社 広島市南区上東雲町１７番１５号 代表取締役　重原　真作

103 168 17 10 01 広島県花き商業協同組合 広島市西区草津港一丁目８番１号 理事長　宮本　正直

104 171 17 10 01 広川株式会社　こころろ横川店 広島市西区横川町一丁目６番１７号 代表取締役　廣川　正一

105 172 17 12 21 株式会社　岡　文具 広島市南区的場町二丁目６番２号 代表取締役　岡　文彦

106 173 17 12 21 マルキ 広島市安佐北区可部南二丁目２番７号 　児玉　静基

107 178 17 12 21 ヨシノ産業株式会社 広島市西区横川町一丁目１２番１３号 代表取締役　吉野　勝行

108 179 17 12 21 有限会社　小桝太陽堂 広島市中区住吉町１４番３号 代表取締役　吉田　信司

109 180 17 12 21 福山双葉株式会社広島支店 広島市南区東雲二丁目４番４１号 常務取締役支店長　村田　隆
史

110 181 17 12 21 株式会社　安西事務機 広島市西区楠木町三丁目１０番１５号 代表取締役　西原　州康

111 183 17 12 21 株式会社モウリ 廿日市市木材港北１２番１７号 代表取締役　毛利　茂芳

112 186 17 12 21 丸美弁当株式会社 広島市東区曙一丁目３番２１号 代表取締役　武田　信治

113 188 17 12 21 株式会社　ニックス 広島市東区尾長東二丁目６番６号 代表取締役　西川　吉三

114 189 17 12 21 マルコウ食品容器有限会社 広島市中区光南二丁目１６番８号 代表取締役　坪田　幸宜

115 190 17 12 21 有限会社　フクナガブング 広島市中区堺町二丁目６番５号 代表取締役　福永　隆一

116 191 17 12 21 株式会社トップ・イン 広島県安芸郡坂町北新地四丁目２番５３号 代表取締役　大井　純

117 192 17 12 21 有限会社　マトバ 広島市東区牛田東二丁目１番２５号 代表取締役　的場　時男

118 194 17 12 21 総合ハイウエー協同組合 広島市中区宝町４番１－３０１号 代表理事　曽川　貢

119 196 17 12 21 株式会社　サニクリーン広島 広島市中区富士見町９番５号 代表取締役　レスリー　ケン
　ヤマダ

120 197 17 12 21 株式会社　住吉 安芸高田市甲田町高田原１３７３番地の２ 代表取締役　住吉　眞一

121 198 17 12 21 株式会社　ヤマヒロ 広島市西区楠木町一丁目１２番１号 代表取締役　山口　修司

122 199 17 12 21 広島東部青果食料品商業協同組合 広島市安芸区船越南五丁目１番１号 理事長　金井　雅久

123 202 17 12 21 株式会社　ミヤケ 広島市中区紙屋町二丁目２番１８号 代表取締役　三宅　敏文

124 203 17 12 21 株式会社　田島商店 広島市安佐南区長束三丁目４４番１７－８ 代表取締役　田島　久子

125 204 17 12 21 ワタキューセイモア株式会社　中国支
店　広島営業所 広島市南区宇品西二丁目６番５４号 所長　佐々木　智視

126 205 17 12 21 シンワ株式会社広島支店 広島市安佐南区八木一丁目１３番８号 支店長　橋本　静央

127 206 17 12 21 株式会社　木原商店 広島市中区平野町１１番３３号 代表取締役　国好　徹

128 207 17 12 21 有限会社　コウダ 広島市南区東雲本町二丁目７番６号 代表取締役　幸田　恒弘

129 208 17 12 21 めんで酒店 広島市佐伯区八幡三丁目２２番３１号 　免出　巖

130 209 17 12 21 広島内外美装株式会社 広島市西区三篠町一丁目１番１号 代表取締役　梶谷　勲

131 210 17 12 21 三栄産業株式会社 広島市中区基町５番４４号　広島商工会議所ビ
ル 代表取締役　米山　真和

132 211 17 12 21 有限会社　北岡金物店 広島市南区宇品西六丁目４番７号 代表取締役　北岡　茂

133 212 17 12 21 株式会社コパックス 広島県福山市柳津町三丁目２番４１号 代表取締役社長　小林　俊康

134 213 17 12 21 株式会社　オオケン 広島市南区松川町５番９号 代表取締役　大中　恒男

135 214 17 12 21 株式会社ＫＯＤＡＭＡ 広島市安佐南区祇園一丁目２８番１０号 代表取締役　星野　照晃

136 215 17 12 21 株式会社　ささき酒店 広島市南区出島一丁目４番８号 代表取締役　佐々木　剛

137 217 17 12 21 株式会社　広島オフコ 広島市西区庚午北二丁目２１番３号 代表取締役　多多納　冨美江

138 218 17 12 21 有限会社　セルフおかだ 広島市中区西平塚町９番２５号 代表取締役　岡田　修司

139 219 17 12 21 有限会社　はなわ 広島県三次市十日市東四丁目９番５号 代表取締役　野村　明弘

140 220 17 12 21 株式会社　きむら 広島市安芸区矢野東五丁目３番１４号 代表取締役　木村　嘉宏

141 221 17 12 21 松石ゴム商事株式会社 広島市南区東青崎町７番９号 代表取締役　相原　叔将

142 222 17 12 21 株式会社　センビ 広島市西区庚午南二丁目３３番２４号 代表取締役　中田　義秀

143 223 17 12 21 広島市農業協同組合 広島市安佐南区中筋三丁目２６番１６号 代表理事組合長　籾田　清

144 224 17 12 21 株式会社　イナリオフィスプラザ 広島市南区金屋町４番４号谷口ビル１階 代表取締役　原　常則

145 226 17 12 21 株式会社　ユニオン 広島市安佐北区亀崎３丁目５－１２ 代表取締役　辰野　秀樹

146 227 17 12 21 イオンリテール株式会社イオンみゆき
店 広島市南区宇品御幸一丁目９番１２号 店長　平尾　信二

147 232 17 12 21 株式会社　稲田 広島市安佐南区山本一丁目１７番１２号 代表取締役　稲田　桂子

148 233 17 12 21 株式会社　三久商会 広島市西区商工センター五丁目１２番２４号 代表取締役　河野　彰
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149 234 17 12 21 株式会社　荒石和洋紙店 広島市中区堺町二丁目２番７号 代表取締役　荒石　正裕

150 236 17 12 21 イオンリテール株式会社イオン宇品
店 広島市南区宇品東六丁目１番１５号 店長　森　淳二

151 240 17 12 21 有限会社　丸善ストアー 広島市安芸区中野二丁目１５番２１号 代表取締役　京才　善彦

152 241 17 12 21 広島大学消費生活協同組合 広島県東広島市鏡山一丁目４番５号 理事長　細野　賢治

153 242 17 12 21 藤井医療器株式会社 広島市東区光町一丁目３番２２号 代表取締役　藤井　一裕

154 244 17 12 21 ヤシキ本店 広島市中区大手町五丁目６番２５号 　矢舗　和彦

155 246 17 12 21 ヒロボシ株式会社 広島市西区商工センター二丁目１６番１７号 代表取締役　大西　寛

156 247 17 12 21 古川工化株式会社 広島市西区中広町二丁目１３番１号 代表取締役　佐藤　泰恵

157 249 17 12 21 株式会社　ジツタ中国 広島市中区富士見町１６番２号 本店長　實田　泰之

158 250 17 12 21 有限会社　キタ・コーポレーション 広島市中区銀山町６番１６号 代表取締役　北本　雅彦

159 251 17 12 21 合人社エンジニアリング株式会社 広島市中区袋町４番３１号 代表取締役　東　裕高

160 253 17 12 21 株式会社　あがた 広島市西区楠木町二丁目５番４号 代表取締役　縣　寛

161 256 17 12 21 株式会社ダスキンサーヴ中国四国 広島市西区草津新町二丁目１７番２４号 代表取締役　田中　孝男

162 257 17 12 21 一般財団法人広島市母子寡婦福祉連
合会

広島市南区松原町５番１号　広島市総合社会福祉
センター５Ｆ 会長　宮﨑　暁美

163 258 17 12 21 大井産業株式会社 広島市西区井口明神一丁目３番２３号 代表取締役　藤村　哲郎

164 263 17 12 21 大伸株式会社 広島県呉市光町８番１号 代表取締役　籔根　保雄

165 264 17 12 21 有限会社　大学薬局 広島市中区弥生町３番３号 代表取締役　名倉　収

166 265 17 12 21 デイリーヤマザキ広島八丁堀店 広島市中区八丁堀１４番１０号 　作間　優樹

167 266 17 12 21 エム・アイ商事株式会社 広島市西区大芝二丁目７番６号 代表取締役　石橋　督通

168 267 17 12 21 株式会社　レデイ薬局 愛媛県松山市南江戸四丁目３番３７号 代表取締役　三橋　信也

169 270 17 12 21 北川鋲螺株式会社 大阪市西成区梅南一丁目４番３０号 代表取締役　牧田　庸男

170 271 17 12 21 株式会社ツルハグループ　ドラッグ
＆ファーマシー西日本 広島市西区井口明神一丁目１番１０号 代表取締役社長　村上　正一

171 273 17 12 21 吉岡産業株式会社 広島市中区舟入南三丁目１８番１６号 代表取締役　吉岡　逸夫

172 276 17 12 21 株式会社　パステムマツザワ 愛媛県松山市久万ノ台６９５番地１ 代表取締役　松澤　大輔

173 277 17 12 21 株式会社　万力屋 広島市佐伯区千同一丁目２５番１０－１号 代表取締役　万力　康二

174 278 17 12 21 株式会社　南部紙店 広島県廿日市市地御前１９０７番地 代表取締役　南部　泰久

175 282 17 12 21 株式会社　石川米穀 広島市西区小河内町一丁目２３番５号 代表取締役　松原　秀行

176 283 17 12 21 有限会社　寺西商店 広島市西区三篠町一丁目８番７号 代表取締役　寺西　信幸

177 284 17 12 21 園田商事有限会社 広島市安佐南区祇園二丁目３２番８号 代表取締役　園田　勝哉

178 285 17 12 21 マツダエース株式会社 広島県安芸郡府中町新地３番１号 代表取締役社長　小田　浩

179 286 17 12 21 株式会社　カワモト 広島市中区榎町９番２４号 代表取締役　河本　芳宏

180 295 17 12 21 藤井産業株式会社 広島市中区鉄砲町８番１４号 代表取締役　藤井　敏生

181 297 18 04 01 フジイ産業有限会社 広島市南区宇品西二丁目８番１４号 代表取締役　冨士井　敏明

182 298 18 04 01 株式会社　千鳥 広島市西区商工センター七丁目３番４８号 代表取締役　小泉　美惠子

183 299 18 04 01 やまや商流株式会社 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４－１　アゼリ
アヒルズ１９階 代表取締役社長　山内　英房

184 300 18 04 01 テルウェル西日本株式会社中国支店 広島市中区基町６番７８号 中国支店長　坪井　秀明

185 302 18 04 01 株式会社トーホーキャッシュアンド
キャリー 神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 代表取締役　奥野　邦治

186 304 18 05 15 有限会社やまさ事販 広島市中区竹屋町１番３３号河元ビル 代表取締役　佐々木　正章

187 305 18 05 15 Ｈ＆Ｂパートナーズ株式会社 広島市西区井口五丁目３１番４号 代表取締役　福永　栄一

188 306 18 06 01 住田株式会社 広島市中区東平塚町１番９号 代表取締役　小西　光信

189 309 18 08 24 株式会社　ケイ・ディ・フドー 東広島市黒瀬町楢原６４６－４ 代表取締役　桐林　芳江

190 310 19 01 16 有限会社さくら事務機 廿日市市本町５番１６号 代表取締役　大植　正博

191 312 19 02 19 有限会社　月ヶ瀬 広島市東区曙一丁目１番３５号 代表取締役　土居　知基

192 323 19 08 17 広島市自動車整備団地協同組合 広島市西区商工センター八丁目９番１２号 代表理事　村上　庄作

193 324 19 09 06 株式会社　エーデルワイス 広島市安佐南区上安六丁目２７番４０号 代表取締役　髙橋　ハンナ

194 325 19 09 06 株式会社　三栄 広島市南区稲荷町４番８号 代表取締役　住岡　晃成

195 327 19 11 13 株式会社モダンパック石田 広島市西区中広町一丁目１７番１号 代表取締役　石田　雅夫

196 328 19 11 13 デイリーヤマザキ　広島馬木店 広島市東区福田八丁目４９番１４号 　増野　俊秀

197 329 20 04 01 コーナン商事株式会社　ホームセン
ターコーナン宇品店 広島市南区宇品西六丁目５番３号 店長　青田　裕之
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198 330 20 04 01 コーナン商事株式会社　ホームセン
ターコーナン中野東店 広島市安芸区中野東七丁目２８番１号 店長　浦田　裕也

199 333 20 22 02 株式会社　リックコーポレーション 岡山市北区下中野４６５番地の４ 代表取締役社長　川西　良治

200 334 20 22 14 有限会社　Neo�Japan 広島市東区戸坂惣田二丁目５番１８号 代表取締役　西村　和哉

201 335 20 24 01 デイリーヤマザキ広島戸坂中町店 広島市東区戸坂中町４－１－２０２号 　瓜生　岳彦

202 336 21 03 10 ニッコー厚産株式会社広島営業所 安芸区船越南一丁目６番１号 取締役所長　谷本　和之

203 338 21 04 01 株式会社服部タイヨー 浜田市長沢町３０６８番地 代表取締役　服部　幸枝

204 340 21 04 01 五日市商工会 広島市佐伯区五日市中央四丁目１５番３号 会長　藤田　博之

205 342 21 07 23 出光リテール販売株式会社中国カン
パニー 広島市中区富士見町４番３０号 社長　大熊　透

206 343 21 08 13 株式会社アクアシステム 広島市安佐南区祇園２丁目７番１９号 代表取締役　金井　貴裕

207 345 22 04 02 アクト中食株式会社 広島市西区草津港２丁目６－６０ 代表取締役　平岩　由紀雄

208 346 22 06 10 コーナン商事株式会社　ホームセン
ターコーナン広島祇園店 広島市安佐南区祇園六丁目１番１号 店長　樋之口　洋平

209 347 22 10 20 プロニシテック株式会社 広島市佐伯区五日市中央四丁目２番５２号 代表取締役　西本　サチヱ

210 348 22 12 02 広島車両レンタル株式会社 広島市安佐南区大町西三丁目１５番６１号 代表取締役　清本　数枝

211 349 23 01 13 有限会社毛利商店 広島市中区河原町１０番１９号 代表取締役　毛利　英紀

212 350 23 03 17 デイリーヤマザキ広島天神川駅前店 広島市東区矢賀新町五丁目１０番１号 　芦浦　修

213 352 23 08 26 有限会社アステップ 広島市佐伯区五日市町大字昭和台２７番地２ 代表取締役　澄川　敏夫

214 353 24 08 07 パッケージプラザ西広島店 広島市西区己斐本町一丁目２３番１６号田中ビル 代表　森次　利和

215 355 24 08 29 有限会社セシカ 広島市安佐南区祇園三丁目１４－２５ 代表取締役　宮武　一彌

216 356 24 12 17 協同組合広島インテリジェントセン
ター 広島市西区草津新町１丁目２１番３５号 代表理事　仲田　淳嗣

217 357 24 12 25 株式会社フジマート 広島県安芸郡坂町北新地二丁目３番４１号 代表取締役　徳田　知浩

218 358 25 04 08 株式会社　大栄クリーナー 広島市安佐南区伴西三丁目８番１号 代表取締役　高島　一義

219 359 25 06 12 株式会社シゲモト 広島県安芸郡海田町南幸町１番３４号 代表取締役　重本　晋

220 360 25 10 11 ホームプラザナフコ白木店 広島市安佐北区白木町市川１５０－１ 店長　中島　豪

221 361 25 10 18 ホームセンターコーナン石内バイパ
ス店 広島市佐伯区五日市町大字石内４８９番地１ 店長　松永　洋之

222 362 25 11 07 株式会社不二ビルサービス 広島市中区八丁堀１５番１０号セントラルビル内 代表取締役　濵野上　隆志

223 363 25 12 10 株式会社日進ブンセイ 広島市西区横川新町１２番１１号 代表取締役　柳原　照幸

224 365 26 04 01 川崎芳明堂 広島市西区己斐本町１丁目２６－４ 代表　川﨑　芳昭

225 366 26 04 01 デイリーヤマザキ広島緑井店 広島市安佐南区緑井６丁目２７－１２ オーナー　森山　留美

226 367 26 04 16 株式会社加茂川 広島市西区井口５丁目１７番８号 代表取締役　山木　富士雄

227 369 26 08 26 株式会社ザグザグ 岡山市中区清水３６９番地２ 代表取締役　藤井　孝洋

228 370 27 01 06 有限会社エイチ・シー・ハーモニー 広島市中区江波二本松一丁目１２番２２号 取締役　濱本　聖也

229 371 27 06 12 デイリーヤマザキ広島下祇園店 広島市安佐南区祇園一丁目１０番５号 オーナー　平田　秀夫

230 372 27 07 02 株式会社　佐伯酒店 広島市中区大手町五丁目７番６号 代表取締役　佐伯　穰

231 373 27 07 31 ＤＣＭダイキ株式会社 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 代表取締役　小島　正之

232 374 28 01 08 有限会社　宮原商店 広島市安佐南区緑井六丁目２７－１２ 代表取締役　宮原　健

233 375 28 02 04 株式会社サティスファクトリー 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 代表取締役　小松　武司

234 376 28 09 01 株式会社タイヨー 広島市安芸区船越南五丁目１１番１号 代表取締役　元山　琢然

235 377 28 12 01 シダックスアイ株式会社 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 代表取締役　阿部　誠

236 378 28 12 01 西條商事株式会社 東広島市西条土与丸２丁目６番４９号 代表取締役　蔵田　至

237 379 29 01 04 髙瀬物産株式会社　広島支店 広島市西区商工センター四丁目８番１号 支店長　戸丸　淳

238 380 29 03 21 株式会社ビックカメラ 東京都豊島区高田三丁目２３番２３号 代表取締役　川村　仁志

　　　　　　　　　　　　　計　２３８　事業者

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７０号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

代表者　理事長　三村　義雄

２　委託した期間
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エ　プラスチック製容器包装ごみ（収集区分としては「リサ

イクルプラ」とし，以下「リサイクルプラ」という。）　

主として容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（平成７年法律第１１２号。以下「容器包装リ

サイクル法」という。）第２条第１項に規定する容器包装

のうち，プラスチック製のもの。ただし，オに掲げるもの

を除く。

オ　ペットボトルごみ　容器包装リサイクル法施行規則（平

成７年大蔵省，厚生省，農林水産省，通商産業省令第１

号）第４条第５号に規定するペットボトル

カ　資源ごみ　紙類，布類，金属類，ガラス類等容易に再生

利用が可能なもの。ただし，キに掲げるものを除く。

キ　大型ごみ　次に掲げるもの（広島市廃棄物処理規則第

１４条の３第５項の規定に基づき納付券（以下「納付券」

という。）が貼付されているものに限る。）

ア　特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号）第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄物（以

下「家電リサイクル法対象機器廃棄物」という。）

ただし，同法第１９条に規定する再商品化等に必要な

料金（以下「リサイクル料金」という。）を払っている

ものに限る。

イ　電気器具（アに掲げるものを除く。），家具，寝具等

で最長の辺の長さ又は最大径が３０センチメートル（棒

状のもの又は容易に折り曲げることができる板状のもの

にあっては，最長の辺の長さが１メートル）以上のもの

（カーテン，食器類，おもちゃ，容器類，履物類，かば

ん類，布類，なべ・やかん類など特定のものを除く。）

ク　有害ごみ　蛍光管，乾電池，体温計（水銀を使用したも

の）等有害物質を含んでいるもの

⑵　都市美化ごみ

　⑴以外の固形状一般廃棄物（事業ごみ等市では収集しない

固形状一般廃棄物を除く。）は，次のとおりとする。

ア　町内清掃ごみ　地域住民の奉仕活動による町内清掃に伴

って生じる固形状一般廃棄物で，市長が収集の必要性を認

めるもの

イ　不法投棄ごみ　公共用地等に不法投棄された，原因者が

不明かつ土地の管理者等による処理が著しく困難な固形状

一般廃棄物で，市長が収集の必要性を認めるもの

ウ　河川清掃ごみ　市において実施する河川清掃に伴って生

じる固形状一般廃棄物

エ　その他　環境保全上，市長が収集の必要性を認めるもの

４　市では収集しない固形状一般廃棄物

⑴　事業ごみ

　事業活動に伴って排出されるごみは，可能な限り再生利用

等資源化・減量化を行った後，排出者自らの責任において適

正に処理するか，又は市が許可した固形状一般廃棄物収集運

搬業者へ依頼するものとする。ただし，市長は，広島市廃棄

物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市条例第１�

９号）第７条の規定により，運搬すべき場所及び方法等の必

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７１号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

呉市中通一丁目３番１６号

株式会社エムケイ興産

代表者　代表取締役　宮下　佳昌

２　委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７２号

平成２９年４月１日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき，平成２９年度広島

市一般廃棄物処理実施計画（平成２９年度一般廃棄物（ごみ）処

理実施計画及び生活排水処理実施計画）を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

　平成２９年度広島市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第６条第１項の規定に基づき，平成２９年度広島市一般廃棄

物（ごみ）処理実施計画を次のとおり定める。

１　処理する一般廃棄物の種類

固形状一般廃棄物

２　処理区域

広島市の全域

３　市が収集する固形状一般廃棄物の種類（分別）

⑴　家庭ごみ

　家庭から排出された固形状一般廃棄物は，広島市廃棄物の

処理及び清掃に関する規則（昭和４７年広島市規則第４０

号。以下「広島市廃棄物処理規則」という。）第２条の規定

に基づき，次のとおり分別して収集する。ただし，広島市廃

棄物処理規則第４条に規定する多量の一般廃棄物を除く。

ア　可燃ごみ　厨芥類，木くず及び再生できない紙くず並び

にこれらと質的に同等に取り扱い得るもの。ただし，キに

掲げるものを除く。

イ　不燃ごみ　陶磁器類，灰類。ただし，キに掲げるものを

除く。

ウ　プラスチックごみ（収集区分としては「その他プラ」と

し，以下「その他プラ」という。）　プラスチック類その

他これに類するもの。ただし，エ，オ及びキに掲げるもの

を除く。
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イ　「食べ残しゼロ推進協力店」及び「食品ロス削減協力

店」

事務所から出る食品ロスの削減対策として，飲食店やホ

テル・旅館等における料理の食べきりや持ち帰りを推進す

る「食べ残しゼロ推進協力店」や，主に食品を扱う小売店

における食品ロスの削減を推進する「食品ロス削減協力

店」を募集し，各２００店舗を目標に登録し，市ホームペ

ージ等でＰＲを行う。

ウ　「ごみ減らそうデー」（年８回）

毎月１日を「ごみ減らそうデー」として，６月，７月，

８月，９月，１０月，１１月，１２月，２月には，スーパ

ーマーケットの店頭において，パネルの展示，チラシの配

布，アンケート等を行い，来店者に対し，ごみの減量・リ

サイクルの取組や買い物袋の持参を呼びかける。

エ　「エコクッキング教室」（年５回）

普段は捨ててしまう食材の部位や余りものを活用するエ

コクッキングレシピを実践するエコクッキング教室を公民

館等で開催する。

オ　生ごみリサイクル講習会（年６回）

「ミミズ」，「ＥＭ密閉容器」，「ダンボール」を用い

た生ごみの堆肥化方法を紹介する生ごみリサイクル講習会

を公民館等で実施するとともに，講習会の内容を市ホーム

ページで動画配信する。

カ　環境イベントへの出展

「「環境の日」ひろしま大会」や「環ッハッハｉｎよし

じま」などの環境イベントに出展し，パネル展示，チラシ

の配布等を行い，来場者に対し，ごみの減量・リサイクル

の取組を呼びかけるとともに，市内大学及びフードバンク

広島と連携し，家庭で余っている食品を福祉団体等に寄付

するフードドライブを実施する。

⑵　家庭ごみの発生・排出抑制

ア　生ごみの減量・リサイクル

ア　エコクッキングの推進

普段は捨ててしまう食材の部位や余りものを活用するエ

コクッキングレシピを作成し，ホームページへ掲載する

とともに，エコクッキングレシピを実践するエコクッキ

ング教室を実施する。

イ　生ごみリサイクル講習会

再掲（⑴　オ）

イ　容器包装プラスチックの減量

実行委員会を通じて，以下の事業を実施する。

ア　簡易包装の促進

スーパーマーケット等へ過剰包装の抑制等を働きかけ

る。

イ　買い物袋持参運動の推進

「ごみ減らそうデー」において，スーパーマーケット

の来店客に，買い物袋の持参を呼びかけるとともに，新

たな業界にも取組を呼びかける。

ウ　レジ袋の無料配布中止の拡大

要な措置をとるよう指示することができる。

⑵　一時多量ごみ

　引っ越し，庭木の刈り込み，模様替え，畳の入替え等によ

り多量に出たごみは，市の指定する処分施設へ排出者自ら搬

入するか，又は市が許可した固形状一般廃棄物収集運搬業者

へ依頼するものとする。

⑶　その他

ア　共同住宅等から排出されるごみのうち，市による収集に

託さないものは，市の指定する処分施設へ排出者自ら搬入

するか，又は市が許可した固形状一般廃棄物収集運搬業者

へ依頼するものとする。

イ　オートバイ（原動機付自転車を含む。），農業用耕運機，

自動車，ＦＲＰ製廃船，タイヤ，引火性又は爆発性を有す

るもの（火薬類，ボンベ類，未使用の消火器，石油類，バ

ッテリー類等），有毒性のもの（農薬その他薬品類等），

浄化槽，耐火金庫，ピアノ（電子ピアノを除く。），パソ

コン（本体及びディスプレー）については，販売店や製造

元などへ処理を依頼するものとする。

５　固形状一般廃棄物の排出抑制の方策並びに排出状況，収集・

運搬計画及び処理計画

平成２９年度における，固形状一般廃棄物の排出抑制の方

策，市が収集，運搬及び処理する固形状一般廃棄物の排出状

況，収集・運搬計画及び処理主体並びに中間処理計画及び最終

処分計画は，原則として別紙１のとおりとする。

ただし，特別管理一般廃棄物として定められたもののうち，

医療関係機関等から発生する感染性廃棄物の処理は，当該排出

者自らの責任において適正に処理するか，又は市が許可した特

別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業者へ依頼するものと

する。

６　住民に対する広報・啓発活動

　平成２９年度において，市が住民に対して実施する広報・啓

発活動は，別紙２普及啓発計画のとおりとする。

（別紙１）

１　排出抑制等の方策

　市民・事業者・行政が相互に協力・連携しながらごみの減

量・リサイクルを推進する。

⑴　食品ロス削減キャンペーン「スマイル！ひろしま」

市民団体，事業者，広島市で構成する広島市ごみ減量・リ

サイクル実行委員会（以下「実行委員会」という。）が主体

となり，以下の事業を食品ロス削減キャンペーン「スマイ

ル！ひろしま」として実施する。

ア　啓発チラシ「週に一度は冷蔵庫の整理・整頓」

家庭から出る食品ロスの削減対策として，冷蔵庫の中を

見えやすくして食べ忘れを防いだり，保存方法の工夫によ

り生鮮品を長持ちさせたりするなどの取組を呼び掛けるチ

ラシ，「週に一度は冷蔵庫の整理・整頓」を作成し，町内

会等を通じて各戸配付するほか，区役所や公民館等で希望

者に配布する。
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量・リサイクルを推進する。

イ　生ごみの減量・リサイクルの促進

ア　食品関連事業者の食品廃棄物（生ごみ）の排出抑制や

リサイクルの推進

飲食店やホテル・旅館等を対象に，希望する量が選べ

るメニューの導入や食べ残しの持ち帰りの対応などの取

組を行う「食べ残しゼロ推進協力店」や，主に食品を取

り扱う小売店を対象として量り売りや小分け売りなどを

行う「食品ロス削減協力店」の登録・ＰＲを行い，事業

所から排出される食品ロスの削減を図る。

イ　食品ロスの循環利用システムの構築

本市周辺の食品循環資源の登録再生利用事業者を市の

ホームページで紹介するなどして，排出事業者による食

品廃棄物のリサイクルを促進する。

ウ　食べきり協力店制度による食品ロスの削減

飲食店やホテル・旅館等を対象に，希望する量が選べ

るメニューの導入や食べ残しの持ち帰りの対応などの取

組を行う「食べ残しゼロ推進協力店」の登録・ＰＲを行

い，食品ロスの削減を図る。

ウ　民間事業者によるごみ処理，リサイクルの推進

ア　紙ごみの市焼却施設への搬入規制

事業所から排出される再生可能な紙類の市焼却施設へ

の搬入を防ぐため，施設での搬入物検査を実施し，不適

正事案に対する指導を行うとともに，紙類を多量に排出

する業種や事業所が集積するエリアを絞り込んだ啓発活

動を実施する。

イ　学校給食牛乳パックのリサイクルの促進

教育委員会，学校及び資源物再生事業者に働きかけ，

学校給食牛乳パックのリサイクルを促進する。

エ　事業ごみの減量・リサイクルに関する指導

ア　大規模事業所訪問指導

「事業系一般廃棄物の減量に関する指導要綱」に基づ

き，一定規模以上の大規模事業者を訪問し，一般廃棄物，

特に紙ごみについての発生抑制及びその適正な分別，保

管，再生などの処理について個別に助言，指導する。

イ　リサイクルガイドラインによる事業者の分別，リサイ

クルの促進

大規模事業所訪問指導に合わせるなどして，「事業系

一般廃棄物の減量・リサイクルガイドライン」を配布

し，事業者のごみの分別・リサイクルを促進する。

オ　優良事業者の取組の促進

ア　ごみ減量優良事業者表彰

ゴミの減量・リサイクルについて，他の模範となるよ

うな取組を行っている優良事業者を表彰し，その取組を

市ホームページに掲載して，事業者の取組を促進する。

⑷　広報による啓発の促進

ア　市民，事業者への広報の拡充

ア　ごみの減量・リサイクルの推進に関する広報の拡充

市広報紙や広報番組等の活用や，報道機関等への積極

スーパーマーケットや百貨店に加え，新たな業界にも

レジ袋の無料配布中止を呼びかける。

エ　ごみ減量協力店

食品小売店以外の小売店を対象に，包装の簡素化・適

正化などのごみ減量・リサイクルに取り組む「ごみ減量

協力店」を募集・登録し，市ホームページ等でＰＲを行

う。

ウ　販売店等による回収の促進

実行委員会を通じて，以下の事業を実施する。

ア　スーパーマーケット等における店頭回収の促進

スーパーマーケット等に店頭回収の積極的な取組を働

きかけるとともに，市ホームページで店頭回収実施店舗

及び対象資源物を地域別に紹介し，市民の店頭回収の利

用を促す。

イ　地域や小売店等での廃食用油の回収・リサイクルの推

進

スーパーマーケット等への働きかけにより，廃食用油

の効率的な回収・リサイクルの推進を図る。

エ　市民の環境意識の向上

ア　スマートフォン等を活用したごみ分別等の情報発信の

推進

家庭ごみ収集日程等お知らせアプリ「広島市版５
ご

３
み

�

７
な

４
し

．
どっと

ｊ
じぇー

ｐ
ぴー

」制作者に毎年度の継続した取組を働きか

けるとともに，スマートフォン等でごみ分別情報が簡単

に入手できる方法を市民に広く周知する。

イ　出前環境講座の実施

地域，学校等において「家庭ごみの分別・減量・リサ

イクル」をテーマとした出前環境講座を実施する。

ウ　学生等と連携したごみ減量等活動の推進

学生等との連携により，フードドライブの実施やエコ

クッキングレシピの作成等を行う。

オ　自主的取組への支援

ア　町内会等による資源物の集団回収の促進

町内会等による資源物の集団回収量の実施状況を把握

し，未実施の町内会等に対して実施に向けた働きかけや

アドバイス等を行う。

イ　啓発用品等の貸出・提供

地域等で行われている自主的な環境学習の取組等に対

し，啓発用パネルの貸出やチラシの提供などを行う。

カ　市民・事業者・行政による協働体制

実行委員会を通じて，スーパーマーケット，百貨店等に

対しては，買い物袋持参（レジ袋無料配布の中止）や食品

ロスの削減，食品トレー等の店頭回収の推進を呼びかけ，

飲食店やホテル・旅館等に対しては，食品ロス削減の取組

を呼びかける。

⑶　事業ごみの発生・排出抑制

ア　事業者コスト負担の適正化

ア　事業ごみ有料指定袋制度の継続実施

事業ごみ有料指定袋制度を継続実施し，事業ごみの減
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ア　植木せん定枝の資源化

植木せん定枝については，再生施設で破砕処理し，土壌

改良材などに資源化する。

イ　木くずの資源化

事業ごみのうち，再生可能な木くずについては，民間ル

ートによる資源化を推進する。

ウ　発泡スチロールの資源化

事業ごみのうち，再生可能な発泡スチロールについては，

一般廃棄物再生利用業個別指定を受けている広島市廃棄物

処理事業協同組合等が行う民間ルートによる資源化を推進

する。

エ　使用済小型家電のリサイクル

使用済小型家電については，認定事業者によるボックス

回収への支援やイベント会場における回収等を行うことに

より，リサイクルを促進する。

オ　焼却灰の資源化

　安佐北工場から発生する焼却灰については，セメント原

料として資源化する。

カ　民間資源化量把握

町内会等への集団回収実施状況のアンケート調査等によ

り，民間でリサイクルされる集団回収量を推計する。

的な情報提供により，ごみの分別や，排出抑制，リサイ

クルに関する情報を市民に広く周知する。

イ　市民，事業者等の自主的な活動の紹介

実行委員会を通じて募集した市民団体及び事業者のご

み減量等に関する自主的な活動の事例について，市ホー

ムページで掲載・紹介し，他団体・事業者の取組意識を

醸成する。

⑸　家庭ごみの焼却量の削減

ア　家庭系紙ごみの分別，リサイクルの徹底

ア　家庭系紙ごみの出し方マニュアルの作成，啓発

家庭系紙ごみの出し方マニュアルを市ホームページに

掲載し，分別徹底を図る。

イ　資源ごみ（紙類）の対象拡大検討

資源ごみ（紙類）について，選別施設等関係者と協議

し，対象拡大を検討する。

⑹　家庭ごみの埋立量の削減

ア　家庭ごみの分別徹底

ア　不燃ごみ等の分別徹底

出前環境講座や市ホームページ等により，不燃ごみに

含まれる資源物等の分別徹底を呼びかける。

⑺　その他

２　排出状況及び収集・運搬計画・処理主体

ごみの種類
収集・運搬計画 処理主体

収集主体 収集運搬量 収集区域 収集回数 収集方法 排出方法等 処理方法 処理施設

家
庭
ご
み

可 燃 ご み 市（直営）
市（委託）

４８，６６３ｔ
９４，３０３ｔ

全市域

週２回

ステーショ
ン方式
（排出場所
は，市民が
あらかじめ
所轄の環境
事業所に届
け出た場所
とする。）

丈夫な紙袋に入れて持ち出す。 焼　却 市（直営）

ペットボトルごみ 市（直営）
市（委託）

６０４ｔ
１，５４３ｔ

週１回
透明又は半透明なビニール袋に入
れて持ち出す。

選　別 民間（委託）
再　生 法ルート

プラスチック製
容 器 包 装 ご み
（リサイクルプラ）

市（直営）
市（委託）

５，０５６ｔ
１２，８７８ｔ

焼　却
市（直営）

埋　立
プラスチックごみ
（その他プラ）

市（委託）

５，３１１ｔ

月２回

焼　却 市（直営）

不 燃 ご み
５，４１２ｔ

うち中継・運搬
（１６７ｔ）

丈夫なビニール袋等に入れて持ち
出す。 埋　立 市（直営）

資 源 ご み ２７，０３５ｔ ひも等でまとめて又は丈夫な袋に
入れて持ち出す。

選　別 市（委託）

再　生 民間ルート
法ルート

焼　却 市（直営）
埋　立 市（直営）
無害化 市（委託）

有 害 ご み ２４６ｔ ビニール袋に入れて持ち出す。 無害化 市（委託）

大 型 ご み ２，０２３ｔ 戸別方式

受付センターに予約し，納付券を
貼り持ち出す。
家電リサイクル法対象機器廃棄物
については，納付券の他にリサイ
クル料金を支払ったことを証明す
る書類（リサイクル券）を貼る。

破　砕 市（委託）
再　生 民間ルート
焼　却 市（直営）
埋　立 市（直営）
再　生 法ルート

都市美化ごみ 市（直営）
市（委託）

７１５ｔ
１，０２１ｔ 全市域 必要の

都度 ― ―
焼　却 市（直営）
埋　立 市（直営）
再　生 民間ルート

事
業
ご
み
等

可 燃 ご み

許可業者

１３９，９０５ｔ

全市域 ― ―

広島市の事業ごみ指定袋に入れて
持ち出す。

焼　却 市（直営）
不 燃 ご み １２，７５４ｔ 埋　立 市（直営）

せ ん 定 枝 １，０３２ｔ

―

選別後
再生・焼却 市（委託）

大 型 ご み ３，３００ｔ 破砕後再生・
焼却・埋立 市（直営）

ペットボトルごみ １９０ｔ 選別後
再生・焼却 市（委託）
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資 源 ご み 当該排出者が自ら処分するか，又は資源回収業者に依頼し，若しくは市長の指示に従って処分する。
安芸太田町可燃ごみ 広島市の焼却施設へ搬入される可燃ごみは，同町で収集運搬を行う。

焼却灰等 市（委託） ３５，８１２ｔ ― 必要の
都度 ― ―

埋立 市（直営）
民間（委託）

再生 民間（委託）
民間ルート

合　計 ３９７，８０３ｔ

※事業ごみ等には，実施計画本文の，４－⑵及び４－⑶－アの規定により排出されるごみ（可燃ごみ１５，７６７ｔ，不燃ごみ１，７１４ｔ）を含む。
※焼却灰等には，安芸太田町から広島市の焼却施設に搬入される可燃ごみ（１，１１１ｔ）の焼却灰を含む。
※食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）に基づき食品循環資源の再生利用を行う場合は，再生する。
※許可業者は別添一覧表のとおり。
※ごみの適正な処理体制を確保する観点から，平成２４年４月１日以後の申請分から固形状一般廃棄物収集運搬業の新規許可は停止する。今後，ごみ量や

許可業者の実態等の変化に応じて，この停止を解除することもあり得る。

３　処理計画

⑴　中間処理計画

ア　焼却施設

施設名 中工場 南工場 安佐南工場 安佐北工場

所 在 地 中区南吉島一丁目５番１号 南区東雲三丁目１７番１号 安佐南区伴北四丁目３９９０番地 安佐北区可部町大字中島字丸田１�
４６０番地の１

型 式
公 称 能 力

連続運転式焼却炉 連続運転式焼却炉 連続運転式焼却炉 連続運転式焼却炉

６００ｔ／２４ｈ
（２００ｔ／２４ｈ×３基）

３００ｔ／２４ｈ
（１５０ｔ／２４ｈ×２基）

４００ｔ／２４ｈ
（２００ｔ／２４ｈ×２基）

２００ｔ／２４ｈ
（１００ｔ／２４ｈ×２基）

処 分 量

� １３４，４５４ｔ
内訳
　家庭ごみ� ４５，５２１ｔ
　都市美化ごみ� ３１０ｔ
　事業ごみ� ８８，６２３ｔ

� ５７，７３４ｔ
内訳
　家庭ごみ� ４１，５３３ｔ
　都市美化ごみ� ２５２ｔ
　事業ごみ� １５，９４９ｔ

� ６９，８８２ｔ
内訳
　家庭ごみ� ４１，９７８ｔ
　都市美化ごみ� ６３４ｔ
　事業ごみ� ２６，１５９ｔ
　安芸太田町可燃ごみ�１，１１１ｔ

� ４２，３４７ｔ
内訳
　家庭ごみ� ３０，３４１ｔ
　都市美化ごみ� ２５３ｔ
　事業ごみ� １１，７５３ｔ

焼 却 灰 等

焼却灰等� １１，９６５ｔ
内訳
　焼却灰� １４，４２７ｔ
　金属くず� ５３８ｔ

焼却灰� ７，８７５ｔ

焼却灰等� ８，３２２ｔ
内訳
　焼却灰� ８，０１５ｔ
　金属くず� ３０７ｔ

焼却灰� ４，６５０ｔ

残渣処分方法

再生
・金属くず（民間でリサイクル）

埋立
・焼却灰（本市埋立地）

埋立
・焼却灰（本市埋立地）

再生
・金属くず（民間でリサイクル）

埋立
・焼却灰（本市埋立地）

再生
・焼却灰（民間でリサイクル）
・金属くず（民間でリサイクル）
埋立
・焼却灰のうち，飛灰
　（本市埋立地）

備 考 資源ごみ選別残渣等を含む。 資源ごみ選別残渣等を含む。

イ　再生施設

ア　資源ごみ選別施設

施 設 名 西部リサイクルプラザ 北部資源選別センター

所 在 地 西区商工センター七丁目７
番２号

安佐北区安佐町大字筒瀬
８６４番地

型 式
公 称 能 力

３ライン
９０ｔ／７ｈ

（３０ｔ／７ｈ×３ライン）

２ライン
７０ｔ／７ｈ

（３５ｔ／７ｈ×２ライン）
処 分 量 １７，８１０ｔ ９，５９６ｔ
資 源 化 量 １４，６９７ｔ ７，９１５ｔ
可燃性残渣量 　１，７２９ｔ 　 ９３３ｔ

不燃性残渣量 　１，３８４ｔ
（うち有害６５ｔ）

　 ７４８ｔ
（うち有害３５ｔ）

残渣処分方法 焼却（本市焼却施設），埋立（本市埋立地），無害化
（民間委託）

備 考 選別後，資源物は再生利用する。

イ　ペットボトル選別施設

施 設 名 ペットボトル選別施設
所 在 地 西区商工センター七丁目７番１号
型 式
公 称 能 力

１ライン
４．６ｔ／７ｈ（４．６ｔ／７ｈ×１ライン）

処 分 量 １９０ｔ
資 源 化 量 ９０ｔ

可燃性残渣量 １００ｔ
残渣処分方法 焼却（本市焼却施設）
備 考 容器包装リサイクル法に基づき再商品化する。

ウ　せん定枝リサイクル施設

施 設 名 植木せん定枝リサイクルセンター
所 在 地 安佐北区安佐町大字筒瀬字舟木２０３０番地
型 式
公 称 能 力

１次破砕機（せん断式），２次破砕機（回転式）
２５ｔ／５ｈ

処 分 量 １，０３２ｔ
資 源 化 量 １，０３１ｔ
可燃性残渣量 １ｔ
残渣処分方法 焼却（本市焼却施設）
備 考 破砕後の植木せん定枝は，再生利用する。

ウ　破砕施設

施 設 名 安佐南工場大型ごみ破砕処理施設
所 在 地 安佐南区伴北四丁目３９９０番地
型 式
公 称 能 力

せん断式・回転式
１００ｔ／５ｈ

処 分 量 １１，１４５ｔ
資 源 化 量 １，４０６ｔ
可燃性残渣量 ７，４６７ｔ
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区分 具体的事例 搬入要領

厨芥ごみ等

料理くず，茶かす，
残飯 十分水切りをし，紙袋に入れる。

野菜，果物 丸いものは細切りにし，紙袋に
入れる。

調理用の油 布・紙類にしみこませ，紙袋に
入れる。

穀物（米・麦・豆） 紙袋に入れる。
卵・貝等 紙袋に入れる。
菓子，乾物，冷凍食
品，練製品（かまぼ
こ等），漬物，古ぬ
か，みそ等

大きいかたまりは，薄くし，冷
凍されているものは解凍して十
分，水切りをし，紙袋に入れる。

再生のきか
ない紙くず
等

個人情報が記載され
た紙（家庭から排出
されたものに限る。）

プラスチック・金属製の留め具
ははずし，紙袋に入れる。（ひ
も等で束ねない。）

セメント袋，塗装等
の養生紙等

紙袋に入れる。（ひも等で束ね
ない。）

油紙，紙パック，紙
おむつ，カーボン
紙，セロハン紙等

紙袋に入れる。

木 く ず 等

剪定木くず，木くず，
梱包材，盆灯籠等
個人の家屋を自ら解
体して搬入する場合

長さはおおむね５０㎝以下と
し，直径は生木でおおむね５㎝
以下，乾燥木でおおむね１０㎝
以下とする。剪定木くず等は，
紙袋に入れず，ひも等で束ねる。

わら，縄くず，花輪，
落葉雑草等

紙袋に入れる。（ひも等で束ね
ない。）

おがくず，プレーナ
ーくず等 紙袋に入れる。

そ の 他

はと・犬等の小動物
のふん 紙袋に入れる。

小動物の死体 紙袋に入れる。
ロウ製品，花火，マ
ッチ等 水で湿らし，紙袋に入れる。

処理するうえで，支
障がないものと認め
れらるもの

イ　再生施設

ア　資源ごみ選別施設（西部リサイクルプラザ，北部資源選

別センター）

　固形状一般廃棄物のうち資源ごみ

区分 具体的事例 搬入要領

紙類
新聞，雑誌，チラ
シ，ダンボール，菓
子箱等

ひもで縛ってまとめる。
大きさは概ね名刺大以上（名刺
等の落ちやすい紙は封筒などに
入れる。）
感熱紙，カーボン紙など再生で
きない紙類やシュレッダー等に
より裁断された紙類を除くこと。

ガラス類 びん類，コップ，ガ
ラスくず等

キャップやふたは取り外す。
びん類は内容物を除いて洗う。

金属類
空き缶，フライパ
ン，鍋，スプレー缶
等

スプレー缶は中身を空にする。
空き缶は内容物を除いて洗う。

布類 古着，カーテン等 ひもで縛るか，じょうぶな袋に
入れる。

（注）事業ごみについては，紙類に限る。

イ　ペットボトル選別施設

固形状一般廃棄物のうちペットボトルごみ（店頭などで

回収された事業ごみに限る。）

区分 具体的事例 搬入要領

ペットボト
ル

飲料用，酒類，みり
ん類用，酢類用，し
ょうゆ類用，めんつ
ゆ用，ノンオイルド
レッシング用のペッ
トボトル

キャップ，ラベルは取り外す。
内容物を除いて洗い流す。

不燃性残渣量 ２，２７２ｔ
残渣処分方法 焼却（本市焼却施設），埋立（本市埋立地）

備 考 資源物は，再生利用する。ＰＣＢ使用部品を含む電子
レンジは，ＰＣＢ使用部品を除去後破砕処理する。

エ　廃プラスチック圧縮梱包施設

施 設 名 ダイヤエコテック広島　廃プラスチック圧縮梱包施設
事 業 主 体 株式会社ダイヤエコテック広島
所 在 地 中区江波沖町５番１号

型 式
公 称 能 力

３ライン
８２．１ｔ／１２．８ｈ

（１７．１ｔ／１２．８ｈ×１ライン，
３２．５ｔ／１２．８ｈ×２ライン）

処 分 量 ２０，０８１ｔ
資 源 化 量 １７，１８８ｔ
可燃性残渣量 ２，８４６ｔ
不燃性残渣量 ４７ｔ

残渣処分方法 焼却（本市焼却施設），埋立（本市埋立地），再生
（本市資源ごみ選別施設）

備 考 容器包装リサイクル法に基づき再商品化する。

オ　焼却灰等リサイクル施設

施 設 名 ごみ焼却灰セメント化リサイクル施設

事 業 主 体
宇部興産・美祢貨物自動車・萩森物流・藤澤環境開発
安佐北工場焼却灰セメント化リサイクル業務共同企業
体

所 在 地 山口県宇部市大字小串１９７８番地７
福岡県京都郡苅田町長浜町７番地

廃棄物の種類
及び処分量 安佐北工場　焼却灰（４，０７８ｔ）

備 考 セメント原料化

⑵　最終処分計画

ア　最終処分場（本市埋立地分）

施 設 名 玖谷埋立地
所 在 地 安佐北区安佐町大字筒瀬２０３０番地
埋 立 面 積 １４６，０００㎡
廃棄物埋立容量 ３，５００，０００㎥
残 存 容 量
（平成28年度末見込） ４１１，０００㎥

浸出水の処理 公共下水道放流

処 分 量

�
�
�
�
�
�
�
�

５３，９６５ｔ
家庭系ごみ　５，６８４ｔ，資源ごみ選別残渣等　３，８１３ｔ，

都市美化ごみ２８７ｔ，事業ごみ　１３，２９２ｔ，
焼却灰等　３０，８８９ｔ

�
�
�
�
�
�
�
�

年間埋立容量
（覆土量を含む。） ７５，８００㎥

埋 立 区 分 処分場内一般区画及び灰区画
埋 立 方 法 サンドイッチ工法

イ　無害化処理（委託）

施 設 名 野村興産株式会社　イトムカ鉱業所
事 業 主 体 野村興産株式会社
所 在 地 北海道北見市留辺蘂町富士見２１７番地１
廃棄物の種類
及び処分量 乾電池等の有害ごみ（３４６ｔ）

備 考 水銀回収（再生，埋立）

⑶　広島市のごみ処理施設に搬入できるもの

　自ら若しくは許可業者により，本市ごみ処理施設へ搬入で

きる固形状一般廃棄物は，次によるものとする。

ア　焼却施設（中工場，南工場，安佐南工場，安佐北工場）

　固形状一般廃棄物のうち可燃ごみ

　事業系ごみは原則として指定袋で，家庭ごみは原則として

丈夫な紙袋で搬入。
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事業系不燃
ごみ

包装ビニール，ポリ
袋，ポリ容器等

事業ごみ指定袋により搬入され
ない事業ごみについては，最長
の辺の長さ又は最大径がおおむ
ね１５㎝以下とする。

オ　その他

ア　中工場に搬入しなければならないもの

その他プラ

イ　上記アからエの施設に搬入できないもの

・ペットボトル（家庭ごみ）
・リサイクルプラ
・有害ごみ
・感染性廃棄物
・�オートバイ（原動機付自転車を含む。），農業用耕運機，自動

車，ＦＲＰ製廃船，タイヤ，浄化槽，耐火金庫，ピアノ（電子
ピアノを除く。），中身の入った塗料缶等

・�引火性又は爆発性を有する物（火薬類，ボンベ類，未使用の消
火器，石油類，バッテリー類等）

・有毒性のもの（農薬その他薬品類等）
・家電リサイクル法対象機器廃棄物
・パソコン（本体及びディスプレー）

ウ　せん定枝リサイクル施設（植木せん定枝リサイクルセン

ター）

固形状一般廃棄物のうち植木せん定枝ごみ

区分 具体的事例 搬入要領

植木せん定
枝

事務所，公園，家庭
等から排出された植
木せん定枝ごみのう
ち， 竹， 笹， ソ テ
ツ，シュロ，ヤツデ
及び腐ったり枯れた
植木せん定枝以外の
もの

長さは２ｍ以下，直径１０㎝以
下とする。

ウ　破砕施設（安佐南工場大型ごみ破砕処理施設）

　固形状一般廃棄物のうち大型ごみ（おおむね１ｍ×１ｍ

×２ｍ以下の大きさのもの。）。ただし，事業ごみについ

ては，木製の家具類及び天然繊維製品に限る。

区分 具体的事例 搬入要領

家 具 類

机，椅子，タンス，
ベッド，鏡台，食
卓，戸棚，応接セッ
ト等

引出し等の中を空にする。

家 電 品

ビデオ，ステレオ等
のＡＶ機器

コード類は格納するか，束ねる。
電池使用機器は電池を取り外す。
卓上用コンロはガスボンベを取
り外す。
石油ストーブは灯油を抜き取る。
照明器具は蛍光管等を取り外す。

電子レンジ，ガスコ
ンロ等の厨房用機器

扇風機，こたつ，石
油ストーブ等の冷暖
房機器

掃除機，照明器具等

寝 具 類

ふとん，毛布，マッ
トレス等 じゅうたん，カーペット等は折

りたたむか丸める。じゅうたん，カーペ
ット等

そ の 他

自転車，三輪車，乳
母車等

ミシン等の機械器具

生木，丸木，角材等
の長尺物

長さはおおむね２ｍ以下とし，
直径は生木でおおむね５㎝以
下，乾燥木でおおむね１０㎝以
下とする。

板材等

プラスチック製波板
等 ひとまとめにする。

トタン板等の金属類 ひとまとめにする。

処理上危険性がな
く，衛生上支障がな
いもので軽量かつ少
量のもの

（注１）　事業ごみは，納付券の貼付は必要としない。
（注２）�　「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために

使用したパレットに係る木くず」は，産業廃棄物に該当す
るため搬入できない。

（注３）�　家電リサイクル法対象機器の，エアコン，テレビ（ブラ
ウン管式，液晶式，プラズマ式），冷蔵庫・冷凍庫及び洗
濯機・衣類乾燥機並びに資源有効利用促進法に基づき製造
者が回収するパソコンについては，搬入できない。

エ　最終処分場（玖谷埋立地）

　固形状一般廃棄物のうち不燃ごみ

区分 具体的事例 搬入要領
家庭系不燃
ごみ

陶磁器，灰，小型電
気製品等

最長の辺の長さ又は最大径がお
おむね３０㎝未満とする。
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固形状一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表

� 平成２９年４月１日現在

業者名 所在地 許可区分
1 ㈱センタークリーナー 南区出島一丁目２０－３ 市内全域（佐伯区湯来町及び杉並台を除く）
2 松岡クリーナー㈱ 南区出島三丁目１－１５ 〃
3 ㈱東洋クリーナー 西区中広町三丁目２５－８ 〃
4 ㈱タイヨー 安芸区船越南五丁目１１－１ 〃
5 ㈱中央クリーナー 南区東雲二丁目１１－１４ 〃
6 共栄美装㈱ 西区南観音四丁目１０－２２ 〃
7 広島きれい㈱ 安佐南区大町西三丁目１５－６１ 〃
8 ㈱不二ビルサービス 中区八丁堀１５－１０セントラルビル内 〃
9 ㈱ニコニコ 東区戸坂千足二丁目６－１９ 〃
10 広島防災㈱ 安佐北区安佐町大字小河内字尾渕５３０ 〃
11 広交産業㈱ 南区出島一丁目３４－４０ 〃
12 ㈱カンサイ 佐伯区五日市町大字石内４６０ 〃
13 ㈲広島クリーナー 安芸区中野六丁目９－１６ 〃
14 ㈲ときわ産業 安芸区矢野東七丁目６０－７ 〃
15 ㈱コーヨー 安佐南区大町西一丁目２０－１１ 〃
16 ㈱アンドー 安芸区阿戸町押谷１８１９－１ 〃
17 ㈲ホクブ 安佐北区可部町大字今井田字観音谷３７１－６ 〃
18 山口産業㈱ 安佐北区可部町大字桐原字高地神５０４－５ 〃
19 ㈲藤井産業 東区中山上二丁目３８－４ 〃
20 岡田産業㈲ 中区吉島新町二丁目２５－６ 〃
21 ㈲サンライン 安佐北区可部一丁目１５－２６ 〃
22 ㈲恵飛須正 南区本浦町４３－６ 〃
23 大和実業㈲ 中区吉島西二丁目１５－３１ 〃
24 ㈱西原資源 中区光南六丁目２－４０ 〃
25 ㈱カルフート 東区光町二丁目４－８ 〃
26 ㈱ジェイアール西日本広島メンテック 東区上大須賀町１６－１ 〃
27 ㈲中前産業 中区基町１６－１７－１２０ 〃
28 ㈱東亜美装 安佐南区祇園五丁目２７－１ 〃
29 ㈱オオケン 南区松川町５－９ 〃
30 三栄産業㈱ 中区基町５－４４広島商工会議所ビル 〃
31 ㈲みのる産業 安佐北区狩留家町字礒松ケ原５８７８ 〃
32 ミツワ産業㈱ 西区楠木町三丁目１４－２４ 〃
33 ㈱エコス 西区草津浜町１２－１８ 〃
34 ㈱広島企業 安佐南区大町西一丁目２４－４０ 〃
35 ㈱ＩＳＣ 佐伯区五日市中央四丁目７－２４ 〃
36 五光産業㈱ 佐伯区五日市町大字下河内字上原１３６３－１ 〃
37 寿総業㈱ 佐伯区美の里二丁目２－２０ 〃
38 佐伯清掃㈲ 佐伯区屋代一丁目１－３ 〃
39 ㈲Ａ．ｗｏｒｋｓ 佐伯区湯来町伏谷１３７－７ 〃
40 広容㈱ 佐伯区五日市町大字下河内字野地２２－１ 〃
41 富士企業㈱ 佐伯区楽々園四丁目６－１９ 〃
42 アサヒエコノス㈱ 安佐南区伴東四丁目２２－１２ 〃
43 ㈱大栄クリーナー 安佐南区伴西三丁目８－１ 〃
44 ㈱スナダ 東広島市志和町七条椛坂１０４８８－１６０ 市内全域（ＦＲＰ製廃船に限定）
45 ㈲西部パブリック 山県郡安芸太田町大字津浪１６６４ 佐伯区湯来町及び杉並台に限定
46 都市環境サービス㈱ 安佐南区祇園二丁目１７－４１ 佐伯区湯来町及び杉並台に限定
47 西部環境㈲ 山県郡安芸太田町大字寺領１５１２ 佐伯区湯来町及び杉並台に限定
48 ㈲エスケー産業 佐伯区三宅四丁目３－６４ 市内全域
49 ㈱ＫＯＤＡＭＡ 安佐南区祇園一丁目２８－１０ 市内全域（佐伯区湯来町及び杉並台を除く）
50 ㈲青木商店 安芸区瀬野町２１７９ 〃
51 ㈱アクアシステム 安佐南区祇園二丁目７－１９ 〃
52 都市環境整備㈱ 西区西観音町１５－９ 〃
53 共栄興産㈱ 西区南観音四丁目１１－３ 〃
54 安佐南清掃㈲ 安佐南区中須一丁目１４－２０ 〃
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　別表に掲げる区域におけるし尿・浄化槽汚泥の処理計画につ

いては，安芸地区衛生施設管理組合が定める処理実施計画によ

る。

　　別表

所管 区名 町名

安芸地区衛生
施設管理組合

東区

福田町，福田一丁目～八丁目，馬
木町，馬木一丁目～九丁目，温品
町，温品一丁目～八丁目，上温品
一丁目～四丁目

安芸区 全　域

（別紙１）

１　生活排水の排出状況

� （平成２７年度末現在）

区　　　分 人　　口
　計画処理区域内人口 1,190,877人

　水洗化・生活雑排水処理人口 1,141,280人
公共下水道人口 1,089,769人
農業集落排水処理施設人口 8,706人

平成２９年度広島市生活排水処理実施計画

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第６条第１項の規定に基づき，平成２９年度広島市生活排水

処理実施計画を次のとおり定める。

１　処理する一般廃棄物の種類

　生活排水

２　処理区域

　広島市の全域

　ただし，し尿及び浄化槽汚泥については，広島市のうち安芸

地区衛生施設管理組合が所管する区域（別表）を除く区域

３　収集する生活排水の種類

　し尿及び浄化槽汚泥

４　生活排水の排出状況，処理主体及び処理計画

　生活排水の排出状況，処理主体並びに生活排水及びし尿・浄

化槽汚泥の処理計画は，原則として別紙１のとおりとする。

５　住民に対する広報・啓発活動

　広島市が実施する住民に対する広報・啓発活動は，別紙２の

生活排水適正処理のための広報・啓発計画のとおりとする。

６　その他

（別紙２）

普　及　啓　発　計　画

目的 対象者 形態 事業名
ごみの排出指
導

市民 印刷物 ・チラシ「家庭ごみの正しい出し方（家庭ごみ収集日程表）」
・チラシ「家庭ごみの収集等について（お知らせ）」
・パンフレット「家庭ゴミ５０音事典（要約版）」
・パンフレット「ごみ出しハンドブック［ひろしまエイト］」

その他 ・「ごみ出しカレンダー」（市ホームページへの掲載）
・「家庭ごみ分別５０音事典」（市ホームページへの掲載）

ごみ処理への
理解

市民 印刷物 ・パンフレット
　�「広島市中工場」，「広島市南工場」，「広島市安佐南工場」，「広島市安佐北工場」，

「広島市の埋立地」，「西部リサイクルプラザ」，「北部資源選別センター」
児童・生徒 印刷物 ・小学校４年生社会科補助教材「ごみのおはなし」

その他 ・小学校５年生向け補助教材「わたしたちと環境」（市ホームページへの掲載）
ごみ減量化・
資源化の推進

市民 印刷物 ・チラシ「週に一度は冷蔵庫の整理・整頓・はじめてみよう☆スマートライフ」
・チラシ「はじめよう！食品ロス削減」
・パンフレット「生ごみリサイクルハンドブック」
・チラシ「集団回収」
・パンフレット「はじめようエコクッキング」
・チラシ「使用済小型家電を回収しています」

展示物 ・安佐南工場「環境学習コーナー」（ごみ処理に関するパネル展示等）
・西部リサイクルプラザ常設展示（リサイクルに関するパネル展示等）
・北部資源選別センター常設展示（リサイクルに関するパネル展示等）

体験教室 ・エコクッキング教室
環境講座 ・出前環境講座

・生ごみリサイクル講習会
その他 ・「家庭系紙ごみの出し方マニュアル」（市ホームページへの掲載）

・「資源物の店頭回収」（市ホームページへの掲載）
・広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会を通じた働きかけ
・施設見学会の開催
・大都市共同キャンペーンの開催
・地域環境指導員制度の実施

事業者 印刷物 ・パンフレット「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルガイドライン」
・チラシ「事業ごみ（一般廃棄物）の正しい出し方・再生可能な紙類は清掃工場へ搬入できま
せん！」
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イ　処理計画

処理
方法 下水道投入

投入
施設名 西部水資源再生センターし尿等投入施設

所在地 西区扇一丁目１番１号
受入
能力 ３００㎘／日

投入
計画量

広島市 安芸太田町
し尿 浄化槽汚泥 し尿 浄化槽汚泥

25,272㎘／年 32,540㎘／年 606㎘／年 2,499㎘／年

＊安芸太田町から受託して処理するし尿及び浄化槽汚泥を含む。

一般廃棄物（浄化槽汚泥）収集運搬業許可業者一覧表

� 平成２９年４月１日
業者名 所在地

 1  1　㈲旭工社 広島市安佐北区可部東一丁目４－２６
 2  2　㈲安佐企業 広島市安佐北区亀山九丁目３５－１８
 3  3　㈱ヒロキタ 広島市安佐北区亀山九丁目３６－１０
 4  4　都市環境サービス㈱ 広島市安佐南区祇園二丁目１７－４１
 5  5　共栄衛生工業㈲ 広島市南区丹那新町３－６
 6  6　㈱ＫＯＤＡＭＡ 広島市安佐南区祇園一丁目２８－１０
 7  7　㈲高陽環境 広島市安佐北区上深川町１１８７
 8  9　㈱佐東企業 広島市安佐南区八木七丁目９－２
 9 11　㈱相互 広島市南区出島一丁目８－７
10 12　大和実業㈲ 広島市中区吉島西二丁目１５－３１

11 13　㈱高田環境 広島県安芸高田市吉田町吉田１４８９
－１４

12 16　西日本環衛工業㈲ 広島市佐伯区五日市町大字石内４６０
13 17　㈱ヒロエー 広島市南区出島二丁目１３－３５

14 18　㈱広島企業 広島市安佐南区大町西一丁目２４－４�
０

15 19　㈱ヒロセイ環境 広島県江田島市江田島町秋月三丁目１�
５－１５

16 20　㈱カルフート 広島市東区光町二丁目４－８
17 21　富士企業㈱ 広島市佐伯区楽々園四丁目６－１９
18 22　㈲広島環境サービス 広島市安佐南区長楽寺二丁目１－６
19 23　寿総業㈱ 広島市佐伯区美の里二丁目２－２０
20 24　佐伯清掃㈲ 広島市佐伯区屋代一丁目１－３

21 77　㈱クリンプロ 広島県山県郡安芸太田町大字土居３１�
０

22 93　�広島ジェイシステム
事業協同組合 広島市中区吉島西二丁目１５－３１

23 94　�広島イーテック事業
協同組合

広島市安佐南区大町西一丁目２４－４�
０

（別紙２）

生活排水適正処理のための広報・啓発計画

目的 対象者 形態 方法

生活排水処
理の必要性
及び浄化槽
の維持管理
への理解

浄化槽設置
者・使用者

訪問指導 ・適正な維持管理について個別指導
印 刷 物 ・パンフレット「浄化槽のしおり」

説 明 会 ・�地元からの要望等により説明会を
開催

広 報 紙 ・広報紙「市民と市政」

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７３号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の

浄化槽人口 42,805人
　水洗化・生活雑排水未処理人口 27,979人
　非水洗化人口 21,618人

　計画処理区域外人口 0人

２　生活排水の処理主体

処理施設の種類 処理主体
公共下水道 広島市
農業集落排水処理施設 広島市

浄化槽 広島市及び
個人等

みなし浄化槽 個人等
下水道投入施設 広島市

３　処理計画

⑴　生活排水の処理計画

ア　公共下水道で処理する区域

　公共下水道の整備計画区域とする。

イ　農業集落排水処理施設で処理する区域

　農業振興地域として指定された地域内の計画区域とする。

ウ　浄化槽による処理を推進する区域

　公共下水道及び農業集落排水処理施設の計画区域を除く

広島市全域を，浄化槽による処理の推進区域とする。

⑵　し尿・浄化槽汚泥の処理計画

ア　収集・運搬計画

区分 し尿 浄化槽汚泥

収集主体 一般財団法人
広島市都市整備公社 委託業者 許可業者

収集・
運搬量

（排出量）
２，６５０㎘／年 ２２，６２２㎘／年 ３２，５４０㎘／年

収集区域

中区，東区（福田
町，福田一丁目～
八丁目，馬木町，
馬木一丁目～九丁
目，温品町，温品
一丁目～八丁目及
び上温品一丁目～
四丁目を除く。）
南区，西区（新庄
町を除く。）

西区新庄町，安佐
南区，安佐北区，
佐伯区

中区，東区（福田
町，福田一丁目～
八丁目，馬木町，
馬木一丁目～九丁
目，温品町，温品
一丁目～八丁目及
び上温品一丁目～
四丁目を除く。），�
南区，西区，安佐
南区，安佐北区，
佐伯区

収集回数 原則として　月１回 必要の都度

収集の
方法 戸別収集方式

戸別収集方式
（浄化槽管理者・
使用者が直接許可
業者に依頼して実
施する。）

上記のう
ち中継施
設搬入分

２５３㎘／年
（似島地区収集分） ― ―

中継施設

名　称�：似島し尿
貯留槽

所在地�：南区似島
町東大谷地
先

最大貯留能力：
　　　３０㎘

― ―

中継運搬
の主体

一般財団法人広島
市都市整備公社 ― ―

搬入場所 西部水資源再生センターし尿等投入施設

＊浄化槽汚泥収集運搬業の許可業者は，別添一覧表のとおり
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平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７６号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７７号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託した者

　⑴　コンビニエンスストア

業者名 所在地 代表者

㈱セブン－イレ
ブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８－
８ 代表取締役　古屋　一樹

㈱ポプラ 広島市安佐北区安佐町大字
久地６６５－１

代表取締役社長　目黒　
真司

山崎製パン㈱ 東京都千代田区岩本町三丁
目１０－１

デイリーヤマザキ事業統
括本部長　島田　克哉

㈱ローソン運営
本部　中四国運
営部

岡山県岡山市北区磨屋町１�
０－１２ 運営統括　城戸　貢

㈱ファミリーマ
ート

東京都豊島区東池袋三丁目
１－１

代表取締役社長　澤田　
貴司

⑵　スーパーマーケット

業者名 所在地 代表者

㈱イズミ 広島市東区二葉の里三丁目
３－１ 代表取締役　山西　泰明

マックスバリュ
西日本㈱

広島市南区段原南一丁目３
－５２ 代表取締役　加栗　章男

イオンリテール
㈱イオンみゆき
店

広島市南区宇品御幸一丁目
９－１２ 店長　平尾　信二

㈱スパーク 広島市西区商工センター二
丁目１７－３７ 代表取締役　長崎　清忠

㈱広電ストア 広島市中区東千田町二丁目
９－２９ 代表取締役　脇本　和男

㈱フジ 松山市宮西一丁目２－１ 代表取締役　尾﨑　英雄

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

３　委託した区域

広島市の区域のうち，東区の福田町，福田一丁目，福田二丁

目，福田三丁目，福田四丁目，福田五丁目，福田六丁目，福田

七丁目，福田八丁目，馬木町，馬木一丁目，馬木二丁目，馬木

三丁目，馬木四丁目，馬木五丁目，馬木六丁目，馬木七丁目，

馬木八丁目，馬木九丁目，温品町，温品一丁目，温品二丁目，

温品三丁目，温品四丁目，温品五丁目，温品六丁目，温品七丁

目，温品八丁目，上温品一丁目，上温品二丁目，上温品三丁目

及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７４号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７５号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃

棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業

廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　三村　義雄

２　委託した期間
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７８号

平成２９年４月１日

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）第２５条の

２第２項の定めるところにより，指定代理納付者として次の者を

指定しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地

　⑴　名　　　　称　株式会社クレディセゾン

代表者の氏名　代表取締役社長　林野　宏

主たる事務所の所在地　�東京都豊島区東池袋三丁目１番１

号

　⑵　名　　　　称　株式会社中国しんきんカード

代表者の氏名　代表取締役社長　坪井　宏

主たる事務所の所在地　�広島市中区立町１番２４号

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

　　広島市寄附金

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７９号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので，同

条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

　　広島県ビルメンテナンス協同組合

　　理事長　澤田　英治

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８０号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので，同

条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　三村　義雄

㈱藤三 呉市広本町三丁目１２－２�
６ 代表取締役　藤村　重造

㈱万惣 広島市佐伯区石内上一丁目
８－１ 代表取締役　山本　誠

㈱ユアーズ 広島市東区二葉の里三丁目
３－１

代表取締役社長　根石　
紀雄

㈱フレスタ 広島市西区横川町三丁目２
－３６ 代表取締役　宗兼　邦生

㈱サンリブ 北九州市小倉南区上葛原二
丁目１４－１ 代表取締役　佐藤　秀晴

㈱Ａコープ西日
本

広島市西区草津港二丁目６
－５０

代表取締役社長　草場　
浩

㈱フジマート 廿日市市阿品台三丁目２－
１ 代表取締役　徳田　知浩

㈱デイ・リンク 広島市中区吉島西一丁目１�
４－６ 代表取締役　川口　護

⑶　地区商工会

業者名 所在地 代表者

五日市商工会 広島市佐伯区五日市中央四
丁目１５－３ 会長　藤田　博之

高陽町商工会 広島市安佐北区深川五丁目
２１－２１ 会長　大下　秀明

沼田町商工会 広島市安佐南区伴東４－
１８－６ 会長　田村　司

安古市町商工会 広島市安佐南区古市三丁目
２４－２２ 会長　杜師　章夫

広島安芸商工会 安芸郡海田町南つくも町５
－１５ 会長　吉田　栄二

広島東商工会 広島市安芸区中野五丁目２�
０－３ 会長　松島　洋一

⑷　協同組合

業者名 所在地 代表者

生活協同組合ひ
ろしま

広島市西区草津港二丁目８
－４２ 理事長　小泉　信司

広島市農業協同
組合

広島市安佐南区中筋三丁目
２６－１６

代表理事組合長　籾田　
清

⑸　一般商店等

業者名 所在地 代表者

今井商店 広島市南区似島町家下４０�
１ 今井　忠則

㈲沖野商店 広島市南区似島町字家下甲
１－１ 代表取締役　沖野　絋憲

沖野商店 広島市南区似島町字大黄２�
６５７－５ 沖野　武志

山田商店 広島市南区似島家下１６１
－１ 山田　義次

部村　豪 広島市南区宇品町金輪島３�
５９ 部村　豪

㈱マルシン小野
本店 広島市中区舟入中町６－５ 代表取締役社長　小野　

陽久

合人社シティー
サービス㈱ 広島市中区袋町４－３１ 代表取締役　福原　祥二

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
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　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　代表者　理事長　三村　義雄

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８４号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市西区三條町一丁目１番１号

　　広島内外美装株式会社

　　代表取締役　梶谷　勲

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８５号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島港さん橋の入場料（定期券に係る入場料

を除く。）の徴収事務を次のとおり委託したので，同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号

　　宇品海運株式会社

　　代表取締役　塩本　廣文

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８６号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町９番１号

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役　原田　耕二

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８１号

平成２９年４月１日

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年

法律第５３号）第１５条第１項の規定により，登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の

全部を行わせることとしたので，建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第

８条の規定により，次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとし

た建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

２　登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー

消費性能適合性判定の業務の開始の日

平成２９年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８２号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，家畜人工授精料，家畜繁殖障害除去診療手数

料，家畜無血去勢手数料，家畜除角手数料及び農産物売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

　　公益財団法人広島市農林水産振興センター

　　代表者　理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８３号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋の係船料，入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務，広島市草津岸壁の係船料，荷さばき所

使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務，広島港さん橋，似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託

したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号
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開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

有限会社まご
ころネット

訪問介護事業
所まごころネ
ット

広島市南区段
原三丁目３番
２７号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
広島常光福祉
会

ふくだの里ヘ
ルパーステー
ション

広島市東区福
田四丁目３９�
５９番地１

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
あと会

くにくさ訪問
介護事業所

広島市安芸区
矢野東二丁目
４番８号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬヘルパ
ーステーショ
ンゆうゆう

広島市安佐北
区あさひが丘
三丁目１８番
１３－７号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
慈楽福祉会

あきなかの訪
問介護事業所

広島市安芸区
中野三丁目９
番５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
三篠会

訪問介護事業
所三篠園

広島市安佐北
区白木町井原
１２４４番地

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
三篠会

訪問介護事業
所ひうな荘

広島市南区日
宇那町３０番
１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人社団
長寿会

ヘルパーステ
ーション長寿
会

広島市安芸区
中野東六丁目
３番３６号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人広島
南診療所

訪問介護事業
所みなみ

広島市南区宇
品御幸二丁目
４番７号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社ナッ
クユノ ありらん

広島市西区福
島町二丁目４
番９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人秀仁
会

訪問介護ステ
ーション菜の
花

広島市安佐北
区可部五丁目
４番１９－３
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社慈恵
コーポレイシ
ョン

慈恵コーポレ
イションケア
センターユタ
カ

広島市南区翠
四丁目７番３�
８号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
正仁会

なごみの郷訪
問介護事業所

広島市安佐北
区落合南町１�
９６番１

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人せの
がわ

ヘルパーステ
ーションビジ
テ

広島市安芸区
中野東四丁目
８番１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社はー
とふるケアサ
ービス

はーとふるケ
アサービス

広島市南区上
東雲町２７番
６号ＥＡＳＴ
１０　１０１
号室

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島東サービ
スセンター

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル４Ｆ
４号室

生活援助特化型訪
問サービス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島南サービ
スセンター

広島市南区皆
実町二丁目５
番３号村岡ビ
ル１階

生活援助特化型訪
問サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８７号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区南蟹屋二丁目３番１号

　　株式会社広島東洋カープ

　　代表取締役社長　松田　元

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８８号

平成２９年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区中島町１番２号

　　公益財団法人広島平和文化センター

　　理事長　小溝　泰義

２　委託した期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８９号

平成２９年４月３日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規

定に基づき，固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産（土地，家屋及び償却資産）の平成２９年度の価格等の

全てを登録しました。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９０号

平成２９年４月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年４月１日

広島市長　　松　井　一　實
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株式会社優空 ゆうそら広島

広島市東区戸
坂くるめ木一
丁目１番４８
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社つな
ぐ

ヘルパーステ
ーションつな
ぐ牛田

広島市東区牛
田新町三丁目
２５番１４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人翠幸
会

翠幸会訪問介
護ステーショ
ン

広島市南区宇
品御幸一丁目
１７番１号

訪問介護サービス

医療法人社団
い で し た 内
科・神経内科
クリニック

ヘルパーステ
ーション「み
んなの家」

広島市安佐北
区口田南八丁
目１５番２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

合同会社山本
善成

訪問介護事業
所ずっと

広島市南区仁
保一丁目１番
４１号３０１
号室

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社ユメ
ヤコーポレー
ション

ユメヤ訪問介
護事業所安佐
北

広島市安佐北
区可部五丁目
５番３－４号
シャトレーＭ
２０２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
慈光会

上安慈光園訪
問介護事業所

広島市安佐南
区上安二丁目
２３番５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
くすの木の会

くすの木苑訪
問介護事業所

広島市西区福
島町二丁目３�
３番３０号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

広島中央保健
生活協同組合

広島中央保健
生協ヘルパー
ステーション

広島市西区観
音町１６番１�
９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

広島医療生活
協同組合

ヘルパーステ
ーション虹訪
問介護事業所

広島市安佐南
区西原九丁目
８番２２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬヘルパ
ーステーショ
ンシャレー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
福祉広医会

悠悠タウン江
波ホームヘル
プサービス

広島市中区江
波西二丁目１�
４番８号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
西中国キリス
ト教社会事業
団

訪問介護事業
所かりん

広島市西区小
河内町一丁目
１３番３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
三篠会

ヘルパーステ
ーション鈴が
峰

広島市佐伯区
五日市町皆賀
１０４番２７

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社めぐ
み

めぐみ指定訪
問介護事業所

広島市中区西
川口町４番３�
１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ベネ
ッセスタイル
ケア

ベネッセ介護
センター広島

広島市西区楠
木町四丁目１
番１６号パレ�
・ドウ・グレ
ース１０２

生活援助特化型訪
問サービス

医療法人社団
更生会

ヘルパーステ
ーションここ
ろーれ

広島市西区草
津梅が台１１
番６号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
楽友会

訪問介護事業
所川内の里

広島市安佐南
区川内一丁目
２１番２９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

テルウェル西
日本株式会社

ＮＴＴグルー
プケアポート
広島訪問介護
事業所

広島市南区比
治山本町１１
番１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
広島光明学園

訪問介護ステ
ーション光明

広島市東区牛
田本町四丁目
２番３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社アッ
プル

アップル訪問
介護事業所

広島市南区西
霞町１５番２�
２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社みな
みかぜステー
ション

みなみかぜス
テーション訪
問介護事業所

広島市南区東
雲３丁目７番
１２－６０２
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

ヘルパーへさ
か福寿苑

広島市東区戸
坂大上一丁目
５番１－８号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

アサヒサンク
リーン株式会
社

アサヒサンク
リーン在宅介
護センター広
島南介護

広島市南区皆
実町四丁目６
番１号第５松
本ビル１０１
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社リラ
ックス

訪問介護事業
所りらっくす
東

広島市東区温
品五丁目２番
２２－２０３
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人長久
堂野村病院

ヘルパーステ
ーションのむ
ら

広島市安佐北
区可部南四丁
目１７番１６
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
あと会

宇品・くにく
さ訪問介護事
業所

広島市南区翠
五丁目７番１�
７号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社オリ
ーブ

ヘルパーステ
ーション　オ
リーブ

広島市南区似
島町字家下６�
０５番地の１

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社マー
ガレット

マーガレット
訪問介護事業
所

広島市東区温
品七丁目４番
２４－１０３
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

合同会社広島
京橋開発企業
体

訪問介護事業
所レガロ・ヴ
ィータ京橋

広島市南区京
橋町６番４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ＬＩ
ＬＥ　ＴＨＥ
　ＳＴＹＬＥ

ヘルパーステ
ーションおも
てなし

広島市東区温
品二丁目８番
２４－９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人社団
あと会

ふかわ・くに
くさ訪問介護
事業所

広島市安佐北
区上深川町１�
８６番地１

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社河村
福祉サービス

株式会社河村
福祉サービス
広島支店

広島市東区戸
坂大上３丁目
２番２２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人社団
緑雨会

医療法人社団
緑雨会訪問介
護事業所つば
さ

広島市安佐北
区落合一丁目
１７番１２号

訪問介護サービス

株式会社曙光
ヘルパーステ
ーションこう
こう

広島市東区山
根町３０番１�
３号

訪問介護サービス

有限会社誠友
訪問介護事業
所こもれびの
家

広島市安佐北
区可部七丁目
１５番４３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス
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株式会社幸の
樹

訪問介護事業
所しあわせの
樹

広島市西区南
観音三丁目５
番５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
慈光会

東原慈光園訪
問介護事業所

広島市安佐南
区東原三丁目
１４番４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社幸房
さくら・介護
ステーション
たかとり

広島市安佐南
区相田二丁目
５番３９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社つな
ぐ

つなぐ訪問介
護事業所

広島市西区楠
木町一丁目１�
３番６号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社大地
ヘルパーステ
ーション虹の
橋

広島市中区吉
島西一丁目１�
８番１１－３�
０２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

広島中央保健
生活協同組合

生協くさつヘ
ルパーステー
ション

広島市西区草
津東一丁目１�
１番１９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人社団
絆

訪問介護事業
所きずな中央

広島市中区光
南二丁目１番
４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社サイ
プレス

ヘルパーステ
ーションひの
き

広島市西区三
篠北町１８番
４－２０１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社さく
ら介護グルー
プ

さくら・介護
ステーション
新井口

広島市西区草
津新町二丁目
１５番１１号
小川コーポ３�
０３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

富士メディカ
ル株式会社

メリィヘルパ
ーセンター

広島市佐伯区
五日市中央一
丁目１４番６
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社フィ
ールド

さくら・介護
ステーション
笑顔

広島市安佐南
区東野三丁目
７番２５号　
井手本ビル１�
０２号室

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬヘルパ
ーステーショ
ン美鈴が丘

広島市佐伯区
美鈴が丘東四
丁目１４番１
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬヘルパ
ーステーショ
ンベルビュー
広島

広島市中区舟
入南一丁目８
番８号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人誠正
会

ヘルパーステ
ーションこじ
ま

広島市安佐南
区長束四丁目
１０番７号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社さく
ら介護グルー
プ

さくら・介護
ステーション

広島市中区大
手町三丁目１�
３番１８号　
松村ビル３０�
５

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ＭＫ
リソナ

さくら・介護
ステーション
幟町

広島市中区上
幟町１０番２�
３号幟ビル１�
０２号室

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

一般社団法人
アリエスケア アリエスケア

広島市西区古
江西町１８番
５－１０２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
福祉広医会

悠悠タウン基
町ホームヘル
プサービス

広島市中区基
町１９番２－
４１６号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社エム
エーエス

きらり介護ス
テーション

広島市西区西
観音町１番１�
０号タウン西
観音２０２号
室

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社ＴＯ
ＭＯ

さくら・介護
ステーション
とも

広島市安佐南
区伴南一丁目
８番１２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社菱和
メディカルマ
ネジメント中
国

菱和ヘルパー
ステーション

広島市中区大
手町五丁目１�
０番４号片山
ビル１Ｆ

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社リラ
ックス

訪問介護事業
所りらっくす

広島市中区広
瀬北町３番１�
４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

合同会社エヌ
ワイエム

訪問介護サー
ビスなすの花

広島市安佐南
区相田二丁目
６番１２号第
３品村ビル１
階

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社アネ
シス

あっとほーむ
ヘルパーステ
ーション

広島市中区広
瀬町３番２９
号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社エネ
ルギア介護サ
ービス

エネルギアケ
アはぴねす

広島市中区大
手町三丁目１�
１番２０号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
安佐南サービ
スセンター

広島市安佐南
区西原四丁目
３３番４１号
第２森下ビル
２０３号

生活援助特化型訪
問サービス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
佐伯サービス
センター

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目５番３３
号コーラルＭ
Ｓ１０１号

生活援助特化型訪
問サービス

株式会社フォ
ーユー

ヘルパーステ
ーション・イ
ルカ

広島市西区庚
午北二丁目１�
７番４号船本
ビル１０３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社広島
厚生会

ホームヘルパ
ーステーショ
ン広島萬象園

広島市中区羽
衣町１番２６
号

生活援助特化型訪
問サービス

アサヒサンク
リーン株式会
社

アサヒサンク
リーン在宅介
護センター安
佐南

広島市安佐南
区古市一丁目
３０番１０号
裕紀マンショ
ン１０１号室

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

広島中央保健
生活協同組合

コープ五日市
ヘルパーステ
ーション

広島市佐伯区
千同一丁目２�
５番３６号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社メデ
ィカルサポー
ト

さくら・介護
ステーション
五日市

広島市佐伯区
五日市町美鈴
園８番９－２�
０２号ウイン
ディア美鈴園

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社ユメ
ヤコーポレー
ション

ユメヤ訪問介
護事業所

広島市安佐南
区相田五丁目
３５番４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス
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有限会社コス
モスサポート

介護タクシー
コスモス訪問
介護事業所

広島県安芸郡
坂町小屋浦三
丁目４番９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社スマ
イル

ヘルパーステ
ーショングリ
ーンヒルズ

広島県安芸郡
府中町八幡三
丁目１０番１�
０号ミヤイビ
ル１０１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

スポーツメデ
ィア株式会社

東雲デイサー
ビスセンター

広島市南区東
雲三丁目８番
１６号

１日型デイサービ
ス

スポーツメデ
ィア株式会社

東雲デイサー
ビスセンター

広島市南区東
雲三丁目８番
１６号

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
あと会

デイサービス
センターくに
くさ

広島市安芸区
阿戸町４１８
番地の１

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
あと会

デイサービス
センターくに
くさ

広島市安芸区
阿戸町４１８
番地の１

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
広島常光福祉
会

ＹＯＵ　ＨＯ
ＵＳＥ

広島市東区福
田五丁目１１�
６５番地の３

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
広島常光福祉
会

ＹＯＵ　ＨＯ
ＵＳＥ

広島市東区福
田五丁目１１�
６５番地の３

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
あさ

デイサービス
センターみく
に

広島市安佐北
区安佐町久地
字日ノ浦３２�
４０番地６５

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
あさ

デイサービス
センターみく
に

広島市安佐北
区安佐町久地
字日ノ浦３２�
４０番地６５

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
あと会

デイサービス
センターダー
ラナやの・く
にくさ

広島市安芸区
矢野東六丁目
９番２８号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
あと会

デイサービス
センターダー
ラナやの・く
にくさ

広島市安芸区
矢野東六丁目
９番２８号

短時間型デイサー
ビス

医療法人社団
あと会

高陽デイサー
ビス

広島市安佐北
区落合南一丁
目１１番２２
号

１日型デイサービ
ス

医療法人社団
あと会

高陽デイサー
ビス

広島市安佐北
区落合南一丁
目１１番２２
号

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスゆうゆ
う

広島市安佐北
区安佐町後山
１２４１５番
地５

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスゆうゆ
う

広島市安佐北
区安佐町後山
１２４１５番
地５

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスあさひ
が丘

広島市安佐北
区あさひが丘
三丁目１８番
１３－７号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ともえ福祉会

ヘルパーステ
ーションとも
の家

広島市西区鈴
が峰町４１番
１８号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

アースサポー
ト株式会社

アースサポー
ト広島五日市

広島市佐伯区
五日市駅前一
丁目５番３１
－１０１号

訪問介護サービス

富士メディカ
ル株式会社

メリィヘルパ
ーセンター八
木

広島市安佐南
区八木一丁目
１９番１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ＩＭ
Ａ

介護サービス
みさと

広島市佐伯区
美の里一丁目
３番１９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

浅数興産有限
会社

訪問介護事業
所ケアサポー
ト満天

広島市中区舟
入町６番２１
号グランドマ
ンション舟入
８０３

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

合同会社ＭＲ
Ｍ

訪問介護事業
所りた

広島市中区白
島北町１１番
７－１０１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

スターアテン
ダント株式会
社

スターアテン
ダントホーム
ヘルプサービ
ス

広島市安佐南
区中筋二丁目
３番４－１０�
３号

訪問介護サービス

富士メディカ
ル株式会社

メリィヘルパ
ーセンター西
風新都

広島市安佐南
区大塚西三丁
目２番９号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ＩＬ
ヘルパーステ
ーションつば
き

広島市佐伯区
五日市七丁目
９番１８号上
田ビル１階北
側

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

合同会社カー
ム

ヘルパーステ
ーション幸家

広島市安佐南
区長束四丁目
９番４－２０�
７号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

社会福祉法人
津浪福祉会

ケアステーシ
ョン八丁堀

広島市中区八
丁堀６番１１
－５０５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ケア
２１

ケア２１吉島
通り

広島市中区羽
衣町１番３７
号

訪問介護サービス

株式会社優 ヘルパーステ
ーション結

広島市西区己
斐大迫一丁目
７番１１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社やさ
い畑

たまねぎ訪問
介護事業所

広島市安佐南
区長楽寺一丁
目７番２４－
２０１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社Ｓｅ
ｉｗａ

ヘルパーステ
ーションハピ
ネス安東

広島市安佐南
区安東六丁目
４番５２－５
号

訪問介護サービス

ヘルパーステ
ーション高山
株式会社

ヘルパーステ
ーション高山

広島市西区己
斐本町一丁目
２番１５号Ｆ
コートＢ棟３�
０１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモン訪問介
護事業所

広島市西区草
津東一丁目１�
１番２０号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス
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株式会社ひま
わり

リハビリ型デ
イサービスは
っぴぃーふぁ
みりー

広島市安芸区
中野二丁目１�
８番８号

１日型デイサービ
ス

医療法人社団
いでした内科�
・神経内科ク
リニック

デイサービス
「み ん な の
家」

広島市安佐北
区口田南八丁
目１５番２号

１日型デイサービ
ス

医療法人社団
いでした内科�
・神経内科ク
リニック

デイサービス
「ソナタ」

広島市安佐北
区狩留家町２�
８３２番地

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
福祉広医会

悠悠タウン江
波デイサービ
スセンター

広島市中区江
波西二丁目１�
４番８号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
福祉広医会

悠悠タウン江
波デイサービ
スセンター

広島市中区江
波西二丁目１�
４番８号

短時間型デイサー
ビス

有限会社ナッ
クユノ

デイサービス
ありらん

広島市西区福
島町二丁目４
番９号

１日型デイサービ
ス

有限会社ナッ
クユノ

デイサービス
ありらん

広島市西区福
島町二丁目４
番９号

短時間型デイサー
ビス

株式会社サル
ート

デイサービス
センターとま
とたかとり

広島市安佐南
区高取南一丁
目１１番４３
号

短時間型デイサー
ビス

有限会社幸房
さくらデイサ
ービスたかと
り

広島市安佐南
区相田二丁目
５－３５

１日型デイサービ
ス

有限会社幸房
さくらデイサ
ービスたかと
り

広島市安佐南
区相田二丁目
５－３５

短時間型デイサー
ビス

ジツリ株式会
社

デイサービス
ミッシィ

広島市安佐南
区長束四丁目
６番３４号

１日型デイサービ
ス

ジツリ株式会
社

デイサービス
ミッシィ

広島市安佐南
区長束四丁目
６番３４号

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービス西風新
都

広島市安佐南
区大塚西二丁
目５番８号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービス西風新
都

広島市安佐南
区大塚西二丁
目５番８号

短時間型デイサー
ビス

株式会社ウェ
ルネスフロン
ティア

ジョイリハ中
広

広島市西区中
広町一丁目７
番６号

１日型デイサービ
ス

株式会社ウェ
ルネスフロン
ティア

ジョイリハ中
広

広島市西区中
広町一丁目７
番６号

短時間型デイサー
ビス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス庚午

広島市西区庚
午中四丁目１�
９番２６号－
１０１

１日型デイサービ
ス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス庚午

広島市西区庚
午中四丁目１�
９番２６号－
１０１

短時間型デイサー
ビス

株式会社アー
ル・スタジオ�
・マルコ

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ中区
吉島店

広島市中区光
南１－１５－
７

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスあさひ
が丘

広島市安佐北
区あさひが丘
三丁目１８番
１３－７号

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
あさ

みくにデイサ
ービスセンタ
ーコムズ

広島市安佐北
区安佐町飯室
１５９２番地

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
あさ

みくにデイサ
ービスセンタ
ーコムズ

広島市安佐北
区安佐町飯室
１５９２番地

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
広島常光福祉
会

サンヒルズ広
島デイサービ
スセンター

広島市東区中
山上一丁目２�
４番１号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
広島常光福祉
会

サンヒルズ広
島デイサービ
スセンター

広島市東区中
山上一丁目２�
４番１号

短時間型デイサー
ビス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス宇品

広島市南区宇
品御幸三丁目
１番２２号山
口ビル１階

１日型デイサービ
ス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス宇品

広島市南区宇
品御幸三丁目
１番２２号山
口ビル１階

短時間型デイサー
ビス

株式会社アー
ル・スタジオ�
・マルコ

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ南区
出汐店

広島市南区出
汐三丁目４番
１号

１日型デイサービ
ス

株式会社アー
ル・スタジオ�
・マルコ

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ南区
出汐店

広島市南区出
汐三丁目４番
１号

短時間型デイサー
ビス

ボディーアル
ファー株式会
社

デイサービス
孫の手

広島市安佐北
区可部南一丁
目８番４４号

１日型デイサービ
ス

ボディーアル
ファー株式会
社

デイサービス
孫の手

広島市安佐北
区可部南一丁
目８番４４号

短時間型デイサー
ビス

株式会社ＬＩ
ＬＥ　ＴＨＥ
　ＳＴＹＬＥ

早稲田イーラ
イフ温品

広島市東区温
品二丁目８番
２４－９号

１日型デイサービ
ス

株式会社ＬＩ
ＬＥ　ＴＨＥ
　ＳＴＹＬＥ

早稲田イーラ
イフ温品

広島市東区温
品二丁目８番
２４－９号

短時間型デイサー
ビス

株式会社ビッ
グサン

リハプライド
広島不動院前

広島市東区牛
田新町四丁目
４番２９号

１日型デイサービ
ス

株式会社曙光 デイサービス
こうこう

広島市東区山
根町３０番
１３号

１日型デイサービ
ス

株式会社不二
ビルサービス

デイサービス
センターふじ
段原

広島市南区金
屋町４番１７
号

１日型デイサービ
ス

株式会社河村
福祉サービス

ひろきデイサ
ービスセンタ
ー

広島市東区曙
三丁目３番１�
９号

１日型デイサービ
ス

有限会社誠友 デイサービス
こもれびの家

広島市安佐北
区可部七丁目
１５番４３号

１日型デイサービ
ス

医療法人秀仁
会

トレーニング
センター菜の
花畑

広島市安佐北
区可部六丁目
１４番８号

１日型デイサービ
ス
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株式会社ＭＯ
ＲＩＭＯＴＯ

デイサービス
センターもり
もり

広島市佐伯区
三宅四丁目２
番６号プラザ
初雪Ａ－Ｉ　
１階

１日型デイサービ
ス

株式会社シー
ズンモチベー
ション

デイサービス
季楽・リハ

広島市佐伯区
五日市一丁目
４番１０号

１日型デイサービ
ス

株式会社サン
テプラス

健康ぷらす五
日市

広島市佐伯区
利松一丁目１�
１番４８号

１日型デイサービ
ス

株式会社スマ
イル介護サー
ビス

健康クラブ惠
広島市中区南
千田西町１番
３３号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスシャレ
ー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスシャレ
ー

広島市安佐南
区上安六丁目
３１番２号

短時間型デイサー
ビス

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島緑井

広島市安佐南
区緑井二丁目
２７番４号

１日型デイサービ
ス

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島緑井

広島市安佐南
区緑井二丁目
２７番４号

短時間型デイサー
ビス

医療法人光臨
会

デイサービス
あらき

広島市西区庚
午中二丁目１�
１番１５号

１日型デイサービ
ス

株式会社Ｓｅ
ｉｗａ

デイサービス
ハピネス観音

広島市西区南
観音五丁目１
番１８号

１日型デイサービ
ス

株式会社シー
ズンモチベー
ション

デイサービス
季楽五月

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目１２番１１
号

１日型デイサービ
ス

丸子硝子株式
会社

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ西区
己斐店

広島市西区己
斐本町二丁目
１８番２８号
ルミエール己
斐本町

１日型デイサービ
ス

丸子硝子株式
会社

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ西区
己斐店

広島市西区己
斐本町二丁目
１８番２８号
ルミエール己
斐本町

短時間型デイサー
ビス

株式会社Ｌｅ
Ｃｉｅｌ

デイサービス
センターＬｉ
ｂｅｒｔｅ

広島市中区南
竹屋町９番２�
３号

１日型デイサービ
ス

株式会社Ｌ．
Ｓ．Ｉ.

デイサービス
センターかが
やき五日市

広島市佐伯区
八幡東三丁目
１０番１８号

１日型デイサービ
ス

株式会社Ｓｅ
ｉｗａ

デイサービス
ハピネス安東

広島市安佐南
区安東六丁目
４番５２－５
号

１日型デイサービ
ス

スターアテン
ダント株式会
社

スターアテン
ダントデイサ
ービスセンタ
ー

広島市安佐南
区川内六丁目
２１番１号

１日型デイサービ
ス

そらメディカ
ルケア株式会
社

機能訓練デイ
そらメディカ
ルケア大町

広島市安佐南
区大町東一丁
目２番７号

１日型デイサービ
ス

株式会社アー
ル・スタジオ�
・マルコ

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ中区
吉島店

広島市中区光
南１－１５－
７

短時間型デイサー
ビス

医療法人あす
か

リハビリデ
イ・ポシブル
みどりい

広島市安佐南
区緑井三丁目
２０番１－１�
０２号

１日型デイサービ
ス

医療法人あす
か

リハビリデ
イ・ポシブル
みどりい

広島市安佐南
区緑井三丁目
２０番１－１�
０２号

短時間型デイサー
ビス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス横川

広島市西区三
篠町三丁目１�
２番１５号

１日型デイサービ
ス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス横川

広島市西区三
篠町三丁目１�
２番１５号

短時間型デイサー
ビス

医療法人あす
か

デイサービス
センターあす
か大町

広島市安佐南
区中須一丁目
２６番１２号

１日型デイサービ
ス

医療法人あす
か

デイサービス
センターあす
か大町

広島市安佐南
区中須一丁目
２６番１２号

短時間型デイサー
ビス

株式会社かん
ほきょうコミ
ュニティサポ
ート

リハビリサロ
ンおひさま

広島市安佐南
区緑井一丁目
１０番７号

１日型デイサービ
ス

株式会社かん
ほきょうコミ
ュニティサポ
ート

リハビリサロ
ンおひさま

広島市安佐南
区緑井一丁目
１０番７号

短時間型デイサー
ビス

社会福祉法人
ともえ福祉会

デイサービス
ともの家

広島市西区鈴
が峰町４１番
１８号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスベルビ
ュー河原町

広島市中区河
原町１１番１�
７号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスベルビ
ュー河原町

広島市中区河
原町１１番１�
７号

短時間型デイサー
ビス

有限会社アネ
シス

あっとほーむ
デイサービス

広島市中区広
瀬町３番２９
号

１日型デイサービ
ス

有限会社アネ
シス

あっとほーむ
デイサービス

広島市中区広
瀬町３番２９
号

短時間型デイサー
ビス

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島観音

広島市西区観
音本町二丁目
２番５号

１日型デイサービ
ス

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島観音

広島市西区観
音本町二丁目
２番５号

短時間型デイサー
ビス

第一ボデー株
式会社

デイホーム喜
春想（きはる
そう）

広島市西区山
手町１番１３
号

１日型デイサービ
ス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス天満町

広島市西区天
満町１９番７
号

１日型デイサービ
ス

ＴＡＴ株式会
社

わくわくハウ
ス天満町

広島市西区天
満町１９番７
号

短時間型デイサー
ビス
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一般社団法人
広島市佐伯区
医師会

ヘルパーステ
ーションみな
み

広島市佐伯区
海老園一丁目
５番４０号

訪問介護

一般社団法人
広島市佐伯区
医師会

ヘルパーステ
ーションみな
み

広島市佐伯区
海老園一丁目
５番４０号

介護予防訪問介護

株式会社河村
福祉サービス

さくらの森訪
問看護ステー
ション

広島市東区曙
三丁目３番１�
９号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社ＳＯ
Ｃサポート

リハビリ訪問
看護ステーシ
ョンともに

広島市安佐南
区伴中央二丁
目８番７号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株 式 会 社 ナ
ガ・ツキ

リハプライド
舟入

広島市中区舟
入南三丁目１�
９番１１号

介護予防通所介護

あなぶきメデ
ィカルケア株
式会社

アルファリビ
ング広島中広

広島市西区中
広町二丁目１
番７号

特定施設入居者生
活介護及び介護予
防特定施設入居者
生活介護

医療法人社団
ひがしの会

介護付有料老
人ホームヘル
スケアホーム
井口

広島市西区井
口五丁目４番
１５号

特定施設入居者生
活介護及び介護予
防特定施設入居者
生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９３号

平成２９年４月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので，同法第７８条の１１第１号及び第１１５条の

２０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ニッ
クス

ニックス佐伯
ヘルパー救急
隊

広島市佐伯区
三筋一丁目１�
０番２７号

夜間対応型訪問介
護

株 式 会 社 ナ
ガ・ツキ

リハプライド
舟入

広島市中区舟
入南三丁目１�
９番１１号

地域密着型通所介
護

社会福祉法人
あさ

みくにデイサ
ービスセンタ
ーコムズ

広島市安佐北
区安佐町大字
飯室１５９２
番地

地域密着型通所介
護

株式会社ニッ
クス

ニックスデイ
サービスセン
ター花咲楼

広島市東区尾
長東二丁目６
番３４号

認知症対応型通所
介護及び介護予防
認知症対応型通所
介護

有限会社咲楽

小規模多機能
型居宅介護施
設佐伯・楽々
苑

広島市佐伯区
楽々園二丁目
１番３４号

小規模多機能型居
宅介護及び介護予
防小規模多機能型
居宅介護

社会福祉法人
フェニックス

グループホー
ムかんべの里

広島市安佐北
区可部七丁目
１３番１５－
１－９号

認知症対応型共同
生活介護及び介護
予防認知症対応型
共同生活介護

株式会社オフ
ィス心絆

こころねデイ
サービスセン
ター

広島市中区江
波栄町１１番
２７号アテリ
エ１階

１日型デイサービ
ス

株式会社はー
とふるケアサ
ービス

府中まんぷく
じの里

広島県安芸郡
府中町柳ケ丘
７１番２７号
メゾンはーと
ふる

１日型デイサービ
ス

株式会社ユー
ステイブル

体操＆脳トレ
　プラストラ
イ

広島市南区宇
品神田二丁目
９番１３号

短時間型デイサー
ビス

株式会社ナ
ガ・ツキ

リハプライド
舟入

広島市中区舟
入南三丁目１�
９番１１号

１日型デイサービ
ス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９１号

平成２９年４月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ｌｏ
ｏｐ

居宅介護支援
事業所ループ

広島市安佐南
区大町東一丁
目３番４８－
２０３号

居宅介護支援

医療法人みか
んの会

居宅介護支援
事業所あおい
くま

広島市安芸区
矢野西一丁目
３１番８号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９２号

平成２９年４月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第１１条若しくは第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１

条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法

第５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護

予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，介護保

険法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告

示します。

　指定年月日　平成２９年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地
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限る。）の収納

３　委任年月日

平成２９年４月１日

４　委任期間

平成２９年４月１日から同年６月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９７号

平成２９年４月６日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

一部委任を次のとおり解除したので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた分任出納員

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　辻山　克英

２　解除した事務

広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（動物管理センターの所掌事務に

係るものに限る。）の収納

３　解除年月日

平成２９年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９８号

平成２９年４月７日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

池袋ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　藤田　徹

２　委託する期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９９号

平成２９年４月１０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた出納員

健康福祉局地域福祉課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９４号

平成２９年４月３日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市永安館，広島市可部火葬場，広島市湯

来火葬場，広島市五日市火葬場，広島市西風館及び広島市高天原

納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２

項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

ひろしま斎苑管理グループ

代表　澤田　英治

２　委託期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９５号

平成２９年４月５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとお

り委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

企画総務局東京事務所

次長　平山　高成

２　委任した事務

刊行物の売払代金の収納（東京事務所における収納に限

る。）

３　委任年月日

平成２９年４月１日

４　委任期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９６号

平成２９年４月５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任　繁本　直子

主任　吉良　典子

２　委任した事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに
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条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 区画数 休止する日時

広島市市営河原町第
一駐車場 １４区画

平成２９年４月２８日（金）
午前９時から同日午後１２時
まで

２　休止する理由

河原町第一駐車場地先のビル屋上のアンテナ工事に際し，ク

レーン車等を設置する必要があるが，作業期間中当該駐車場

（Ｂ№１～№１４までの１４区画）への車両の入出庫が困難に

なるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０３号

平成２９年４月１７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，市民局人権啓発部人権啓発課出納員の事務の一部を

次のとおり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

東地域交流センター

館長　友廣　晴光

２　委任した事務

地域交流センター使用料の収納

地域交流センター文書等複写代金の収納

３　委任年月日

平成２９年４月１日

４　委任期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０４号

平成２９年４月１７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島東宝ビル

⑵　所在地　広島市中区新天地２番９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

東宝株式会社

代表取締役社長　島谷　能成

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号

３　変更事項

課長　藤井　伸朗

２　委任した事務

⑴　平成２６年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑵　平成２７年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑶　年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の誤支給

に伴う返還金の収納

３　委任年月日

平成２９年４月１日

４　委任期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２００号

平成２９年４月１１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０１号

平成２９年４月１２日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画及び日時

駐車場名 区画数 日時
広島市市営富士見町
第五駐車場 ２６区画

平成２９年４月３０日（日）
午後３時から
平成２９年５月６日（土）午
前８時まで

広島市市営富士見町
第六駐車場 ３９区画

広島市市営中島町第
一駐車場 １９区画

広島市市営中島町第
二駐車場 ２３区画

広島市市営大手町第
一駐車場 １７区画

平成２９年４月３０日（日）
午後３時から
平成２９年５月６日（土）午
後１時まで

広島市市営富士見町
第四駐車場 ２９区画

広島市市営小町第二
駐車場 ３４区画

２　休止する理由

２０１７ひろしまフラワーフェスティバルの開催に伴い，当

該駐車場が会場として使用されるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０２号

平成２９年４月１４日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６
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株式会社好日山
荘

代表取締役
櫓木　裕二

兵庫県神戸市
中央区浜辺通
二丁目１番３�
０号

（変更後）

小売業者
住所 変更年月日・理由

氏名又は名称 代表者

株式会社エーア
ンドエス

代表取締役
白川　集一

東京都渋谷区
千駄ヶ谷二丁
目１１番１号

株式会社上野商
会

代表取締役
長谷川　文彦

東京都渋谷区
代々木二丁目
２番１号

平成２９年４月
７日
入店

ジョルジオアル
マーニジャパン
株式会社

代表取締役
笹野　和泉

東京都中央区
銀座五丁目５
番４号

株式会社フラン
ス屋

代表取締役
安田　洋一

広島市中区幟
町３番５８号

ギャップジャパ
ン株式会社

代表取締役
ステ ィ ー ブ
ン・セラ

東京都渋谷区
千駄ヶ谷五丁
目３２番１０
号

平成２８年１０
月１日
代表者変更

株式会社好日山
荘

代表取締役
櫓木　裕二

兵庫県神戸市
中央区浜辺通
二丁目１番３�
０号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０５号

平成２９年４月１７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので，同条

第６項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパーク　空港通り店

⑵　所在地　広島市西区南観音三丁目１１６２番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社スパーク

代表取締役社長　長崎　清忠

広島市西区商工センター二丁目１７番３７号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

２, ３２１平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

平成２９年４月１日

６　届出年月日

平成２９年４月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　変更する理由

別紙のとおり

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年４月１７日から同年８月１７日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び平成２９年８月６日を除

く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年８月１７日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

（別　紙）

（変更前）

小売業者
住所 変更年月日・理由

氏名又は名称 代表者

株式会社エーア
ンドエス

代表取締役
白川　集一

東京都渋谷区
千駄ヶ谷二丁
目１１番１号

ラルフローレン
株式会社

代表取締役
エドワード・
コール

東京都渋谷区
神宮前四丁目
２５番１５号

平成２８年８月
３１日
退店

ジョルジオアル
マーニジャパン
株式会社

代表取締役
笹野　和泉

東京都中央区
銀座五丁目５
番４号

株式会社フラン
ス屋

代表取締役
安田　洋一

広島市中区幟
町３番５８号

ギャップジャパ
ン株式会社

代表取締役
ブレントハイ
ダー

東京都渋谷区
千駄ヶ谷五丁
目３２番１０
号
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もりかわ皮ふ科
クリニック

広島市安佐北区
口田一丁目１６
－３５

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

ながた皮ふ科
広島市安佐北区
落合五丁目２４
－８　２Ｆ

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

やまさき脳神経
外科クリニック

広島市安佐北区
落合五丁目２４
－８　１Ｆ

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

いたくら眼科
広島市安佐北区
落合五丁目２４
－８

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

のぞみ薬局　高
陽店

広島市安佐北区
落合五丁目２５
－１

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

オール薬局　五
日市西店

広島市佐伯区五
日市一丁目１４
－２７－１０２

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０８号

平成２９年４月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２９年４月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町　　　名
汚水及び雨
水を排除 西区 己斐上四丁目の一部 分流

汚水を排除

南区 東霞町の一部 合流
安佐南区 山本四丁目の一部

分流
安佐北区

可部九丁目，亀山南二丁目，
可部町大字勝木，可部町大字
桐原及び安佐町大字後山の各
一部

安芸区 中野東三丁目，矢野東四丁目
及び矢野西二丁目の各一部

佐伯区 千同三丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０９号

平成２９年４月２０日

広島市告示第２０６号

平成２９年４月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

光信　
建壮

みつのぶ
鍼灸整骨
院

広島市佐伯区皆賀
三丁目２２－１８

柔道整復
平成２９年
３月２２日はり・きゅ

う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０７号

平成２９年４月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

こうの小児科ク
リニック

広島市中区舟入
幸町４－２クリ
ニックモール舟
入４階

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

まつおか内科在
宅クリニック

広島市中区本川
町一丁目３－１
パークサイド中
村１Ｆ

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

すずらん薬局竹
屋町店

広島市中区竹屋
町８－８　１階

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

ゆき歯科クリニ
ック

広島市西区南観
音二丁目４－１�
６ひらいちセブ
ン２Ｆ

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

フェローデンタ
ルクリニック

広島市西区三篠
町三丁目６－５
グランディール
三篠１０１号室

平成２９年３
月１日

平成３５年２
月２８日

祇園わだ内科ク
リニック

広島市安佐南区
祇園三丁目１３
－２８

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

医療法人社団恵
正会　二宮内科
高陽クリニック

広島市安佐北区
落合五丁目２４
－８

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日



―４２―　第１０４４号� 平成２９年５月３１日広　　島　　市　　報

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成２９年４月１３日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年４月２０日から同年８月２１日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び平成２９年８月６日を除

く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年８月２１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

（別紙１）

（変更前）

小売業者
変更年月日・

変更理由氏名（名称） 代表者
（法人の場合） 住所

株 式 会 社 Ｆ．
Ｉ．Ｓ

代表取締役社
長
　重松　良克

大阪市城東区
今福西二丁目
４番５－２０�
８号

株式会社ヴェル
デ

代表取締役
　吉田　尚裕

大阪市中央区
南船場一丁目
５番２１号南
船場ビル５Ｆ

株式会社　エー
ビーシー・マー
ト

代表取締役社
長
　野口　実

東京都渋谷区
神南一丁目１�
１番５号

キンバレー株式
会社

代表取締役
　岩坪　謙吉

東京都港区虎
ノ門四丁目３
番１３号

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２９年４月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町　　　名

南区 東霞町の一部

位置：�広島市南区宇品
東四丁目２番
２７号

名称：�広島市旭町水資
源再生センター

西区 己斐上四丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 山本四丁目の一部

安佐北区

可部九丁目，亀山南二丁目，
可部町大字勝木，可部町大字
桐原及び安佐町大字後山の各
一部

佐伯区 千同三丁目の一部

安芸区 中野東三丁目，矢野東四丁目
及び矢野西二丁目の各一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１０号

平成２９年４月２０日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　�広島フェスティバル・アウトレット　マリーナホ

ップ

⑵　所在地　広島市西区観音新町四丁目２８７４番９４ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社広島まちづくりファンド

代表取締役　杉川　聡

広島市中区大手町五丁目３番１２号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
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株式会社広島ゴ
ルフショップ

代表取締役
　山田　勝久

広島市中区鉄
砲町７番２７
号

合同会社エーチ
ーム

代表社員
　砂田　高幸

広島市南区的
場町一丁目６
－１２的場Ｙ
ビル１階

ヒロタクスポー
ツ 飯村　敏文

広島市西区己
斐本町二丁目
６番６号

株式会社
attractive

代表取締役
　中光　卓也

広島市安佐北
区口田二丁目
２３番２６号

株式会社ユーロ
ギア

代表取締役
　勝川　久也

東京都港区台
場１－６－１
デックス東京
ビーチシーサ
イドモール１
Ｆ

株式会社小田原
ハウジング

代表取締役
　小田原　信
介

呉市広古新開
９丁目９番１�
９号

有限会社
OPSLIMIT

代表取締役
　山下　修平

広島市安佐南
区八木６－１�
３－２９

株式会社広島ま
ちづくりファン
ド

代表取締役
　杉川　聡

広島市中区大
手町五丁目３
番１２号

スズカ株式会社 代表取締役
　土居　長幸

広島市東区矢
賀新町一丁目
１番３５－１�
００４号

株式会社オーフ
ロントリテール

代表取締役
　国府方　雄

広島市西区古
江上二丁目５�
０２－７－８�
０８

株式会社第一ビ
ルサービス

代表取締役
　杉川　聡

広島市中区大
手町五丁目３
番１２号

株式会社櫟 代表取締役
　兼田　貴代

広島市西区己
斐東一丁目２
－２１

株式会社広島ド
ラゴンフライズ

代表取締役
　伊藤　信明

広島市中区千
田町三丁目２
番３０号

株式会社マエダ
ハウジング

代表取締役
　前田　政登
己

広島県安芸郡
府中町鶴江一
丁目２２－６

平成２９年１月
３１日　退店

株式会社ワール
ドツール

代表取締役
　中島　勉

埼玉県深谷市
白草台２９０�
９－５０

株式会社ティー
エム設計

代表取締役
　吉岡　正明

広島市中区上
幟町５－１７
　木長ビル３
階

もみ爺本舗 代表
　中山　純維

広島市中区国
泰寺町一丁目
５－２７戸田
ビル２０６号

（別紙２）

（変更後）

株式会社サイズ
ミック

代表取締役社
長
　赤池　輝子

福岡市東区多
の津一丁目１�
４－１ＦＲＣ
ビル９Ｆ

サンビー株式会
社

代表取締役
　太田　幸二

広島市佐伯区
石内南二丁目
８番２２号

株式会社セブレ 代表取締役
　武田　静衛

広島市佐伯区
美の里一丁目
１７番７－２�
４０２号

株式会社タイム 代表取締役
　深川　義治

広島市安佐南
区八木二丁目
３番５８号

株式会社タカキ
ュー

代表取締役
　木内　守

東京都板橋区
板橋三丁目９
番７号

有限会社ダブル
オー

代表取締役
　大山　潤

広島市中区大
手町二丁目７
番３１号

株式会社デフス
トア

代表取締役
　河内　一志

広島市西区南
観音八丁目２
番２０－１０�
２号

トリンプインタ
ーナショナルジ
ャパン株式会社

代表取締役社
長
　土居　健人

東京都中央区
築地五丁目６
番４号浜離宮
三井ビルディ
ング

株式会社ナップ
ス

代表取締役
　小島　英彦

神奈川県横浜
市金沢区幸浦
二丁目１７番
地１

有限会社パウダ
ー

代表取締役
　市木　健

広島県安芸郡
中町瀬戸ハイ
ム三丁目２２
番３８号

株式会社パル 代表取締役
　井上　隆太

大阪市中央区
北浜三丁目５
番２９号日本
生命淀屋橋ビ
ル４階

株式会社タカラ
トレーディング

代表取締役
　加瀬　孝志

東京都八王子
市堀之内三丁
目３３番地の
４

株式会社マリー
代表取締役
　谷本　マリ
子

広島県呉市阿
賀中央４丁目
１０－１０

株式会社マルシ
ョウ

代表取締役
　正木　計太
郎

福岡市博多区
上川端町５番
１２０号

株式会社やまだ
屋

代表取締役社
長
　中村　靖富
満

広島県廿日市
市宮島町８３�
５番地の１

株式会社ヤマノ
ホールディング
ス

代表取締役社
長
　山野　義友

東京都渋谷区
代々木一丁目
３０番７号ヤ
マノ２４ビル

株式会社バルコ
ム

代表取締役
　山下　哲郎

広島市安佐南
区中筋三丁目
８番１０号
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株式会社マリー
代表取締役
　谷本　マリ
子

広島県呉市阿
賀中央４丁目
１０－１０

株式会社マルシ
ョウ

代表取締役
　正木　計太
郎

福岡市博多区
上川端町５番
１２０号

株式会社やまだ
屋

代表取締役社
長
　中村　靖富
満

広島県廿日市
市宮島町８３�
５番地の１

株式会社ヤマノ
ホールディング
ス

代表取締役社
長
　山野　義友

東京都渋谷区
代々木一丁目
３０番７号ヤ
マノ２４ビル

株式会社バルコ
ム

代表取締役
　山下　哲郎

広島市安佐南
区中筋三丁目
８番１０号

株式会社広島ゴ
ルフショップ

代表取締役
　山田　勝久

広島市中区鉄
砲町７番２７
号

合同会社エーチ
ーム

代表社員
　砂田　高幸

広島市南区的
場町一丁目６
－１２的場Ｙ
ビル１階

ヒロタクスポー
ツ 飯村　敏文

広島市西区己
斐本町二丁目
６番６号

株式会社
attractive

代表取締役
　中光　卓也

広島市安佐北
区口田二丁目
２３番２６号

株式会社ユーロ
ギア

代表取締役
　勝川　久也

東京都港区台
場１－６－１
デックス東京
ビーチシーサ
イドモール１
Ｆ

株式会社小田原
ハウジング

代表取締役
　小田原　信
介

呉市広古新開
９丁目９番１�
９号

有限会社
OPSLIMIT

代表取締役
　山下　修平

広島市安佐南
区八木６－１�
３－２９

株式会社広島ま
ちづくりファン
ド

代表取締役
　杉川　聡

広島市中区大
手町五丁目３
番１２号

スズカ株式会社 代表取締役
　土居　長幸

広島市東区矢
賀新町一丁目
１番３５－１�
００４号

株式会社オーフ
ロントリテール

代表取締役
　国府方　雄

広島市西区古
江上二丁目５�
０２－７－８�
０８

株式会社第一ビ
ルサービス

代表取締役
　杉川　聡

広島市中区大
手町五丁目３
番１２号

株式会社櫟 代表取締役
　兼田　貴代

広島市西区己
斐東一丁目２
－２１

株式会社広島ド
ラゴンフライズ

代表取締役
　浦　伸嘉

広島市中区千
田町三丁目２
番３０号

平成２８年７月
１日　代表者変
更

小売業者
変更年月日・

変更理由氏名（名称） 代表者
（法人の場合） 住所

株式会社Ｆ．
Ｉ．Ｓ

代表取締役会
長
　重松　良克

大阪市城東区
今福西二丁目
４番５－２０�
８号

平成２８年４月
１５日　代表役
職変更

株式会社ヴェル
デ

代表取締役
　吉田　尚裕

大阪市中央区
南船場一丁目
５番２１号南
船場ビル５Ｆ

株式会社エービ
ーシー・マート

代表取締役社
長
　野口　実

東京都渋谷区
神南一丁目１�
１番５号

キンバレー株式
会社

代表取締役
　岩坪　謙吉

東京都港区虎
ノ門四丁目３
番１３号

株式会社サイズ
ミック

代表取締役社
長
　赤池　順一

福岡市東区多
の津一丁目１�
４－１ＦＲＣ
ビル９Ｆ

平成２８年９月
１日　代表者変
更

サンビー株式会
社

代表取締役
　太田　幸二

広島市佐伯区
石内南二丁目
８番２２号

株式会社セブレ 代表取締役
　武田　静衛

広島市佐伯区
美の里一丁目
１７番７－２�
４０２号

株式会社タイム 代表取締役
　深川　義治

広島市安佐南
区八木二丁目
３番５８号

株式会社タカキ
ュー

代表取締役
　大森　尚昭

東京都板橋区
板橋三丁目９
番７号

平成２８年９月
１日　代表者変
更

有限会社ダブル
オー

代表取締役
　大山　潤

広島市中区大
手町二丁目７
番３１号

株式会社デフス
トア

代表取締役
　河内　一志

広島市西区南
観音八丁目２
番２０－１０�
２号

トリンプインタ
ーナショナルジ
ャパン株式会社

代表取締役社
長
　土居　健人

東京都中央区
築地五丁目６
番４号浜離宮
三井ビルディ
ング

株式会社ナップ
ス

代表取締役
　小島　英彦

神奈川県横浜
市金沢区幸浦
二丁目１７番
地１

有限会社パウダ
ー

代表取締役
　市木　健

広島県安芸郡
中町瀬戸ハイ
ム三丁目２２
番３８号

株式会社パルグ
ループホールデ
ィングス

代表取締役
　井上　隆太

大阪市中央区
北浜三丁目５
番２９号日本
生命淀屋橋ビ
ル４階

平成２８年９月
１日　社名変更

株式会社タカラ
トレーディング

代表取締役
　加瀬　孝志

東京都八王子
市堀之内三丁
目３３番地の
４
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　　広島市南区松原町１１８５番地

⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

⑴　平成２９年４月１３日

⑵　平成２９年４月１３日

⑶　別紙１，２のとおり

５　届出年月日

平成２９年４月１３日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年４月２０日から平成２９年８月２１日まで。た

だし，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日及び平成２９年８月６日

を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年８月２１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

（別紙１）（変更前）

小売業者
変更年月日・理由

氏名（名称） 代表者
（法人の場合） 住所

株式会社にしき
堂

代表取締役社
長
　大谷　博国

広島市東区光
町一丁目１３
番２３号

株式会社亀屋
代表取締役
　三宅　就一
郎

広島市東区光
町一丁目１番
１３号

株式会社藤い屋
代表取締役社
長
　藤井　嘉人

広島県廿日市
市宮島町１１�
２９番地

株式会社ワール
ドツール

代表取締役
　中島　勉

埼玉県深谷市
白草台２９０�
９－５０

株式会社ティー
エム設計

代表取締役
　吉岡　正明

広島市中区上
幟町５－１７
木長ビル３階

もみ爺本舗 代表
　中山　純維

広島市中区国
泰寺町一丁目
５－２７戸田
ビル２０６号

株式会社ゼロワ
ールド

取締役
　武田　竜夫

広島市佐伯区
杉並台３０番
６

平成２８年１１
月７日　入店

株式会社Ｆグリ
ップ

代表取締役
　松浦　幹雄

広島市中区舟
入南四丁目２�
０番３－３０�
６号

平成２９年２月
１日　入店

有限会社エム・
アイ・エヌ・ト
レーディング

代表取締役
　森永　厚

北九州市小倉
南区津田新町
三丁目１５－
８

平成２９年２月
１日　入店

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１１号

平成２９年４月２０日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島新幹線名店街（西区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　湊　和則

広島市南区松原町２番３７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）西日本旅客鉄道株式会社

　　　執行役員広島支社長　杉岡　篤

　　　広島市東区二葉の里三丁目８番２１号

　　中国ＳＣ開発株式会社

　　　代表取締役社長　湊　和則

　　　広島市南区松原町２番３７号

（変更後）中国ＳＣ開発株式会社

　　　代表取締役社長　湊　和則

　　　広島市南区松原町２番３７号

⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）広島新幹線名店街

　　広島市南区松原町１１８５番地

（変更後）広島新幹線名店街（西区画）
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株式会社ココカ
ラファインヘル
スケア

代表取締役社
長
　石橋　一郎

横浜市港北区
新横浜３－１�
７－６イノッ
テクビル

（別紙２）（変更後）

小売業者
変更年月日・理由

氏名（名称） 代表者
（法人の場合） 住所

株式会社三宅本
店

代表取締役社
長
　三宅　清嗣

広島県呉市本
道七丁目９番
１０号

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社菓匠茶
屋

代表取締役
　藤田　真二

広島県廿日市
市平良一丁目
１１番１２号

平成２７年５月
２２日　出店

有限会社紅葉堂 代表取締役
　竹内　基浩

広島県廿日市
市宮島町４４�
８番地の１

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社ユアー
ズ

代表取締役社
長
　根石　紀雄

広島県安芸郡
海田町南堀川
町４－１１

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社阿藻珍
味

代表取締役社
長
　阿藻　盛之

広島県福山市
鞆町後地１５�
６７番１号

有限会社共楽堂
代表取締役社
長
　芝伐　敏宏

広島県三原市
皆実一丁目２�
２番１０号

平成２８年６月
２２日　出店

株式会社ボスト
ン

代表取締役社
長
　栗栖　一典

広島市中区堺
町二丁目６番
３号

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社櫟 代表取締役
　兼田　貴代

広島市西区己
斐東一丁目２
番２１号

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社サンエ
ール

代表取締役
　井上　禎倫

広島市西区商
工センター一
丁目１１番１�
０号

株式会社にしき
堂

代表取締役社
長
　大谷　博国

広島市東区光
町一丁目１３
番２３号

株式会社やまだ
屋

代表取締役社
長
　中村　靖富
満

広島県廿日市
市宮島町８３�
５番１号

株式会社藤い屋
代表取締役社
長
　藤井　嘉人

広島県廿日市
市宮島町１１�
２９番地

株式会社平安堂
梅坪

代表取締役
　竹内　恒彦

広島市西区商
工センター七
丁目１番１９
号

株式会社亀屋
代表取締役
　三宅　就一
郎

広島市東区光
町一丁目１番
１３号

有限会社三河屋 代表取締役
　三河　正範

広島市南区段
原山崎三丁目
２番２１号

株式会社モーツ
アルト

代表取締役
　田上　友康

広島県廿日市
市木材港北１�
５番２４号

株式会社香月堂 代表取締役
　藤川　明久

広島市東区曙
二丁目８番３�
０号

株式会社やまだ
屋

代表取締役社
長
　中村　靖富
満

広島県廿日市
市宮島町８３�
５番１号

株式会社サンエ
ール

代表取締役
　井上　禎倫

広島市西区商
工センター一
丁目１１番１�
０号

有限会社三河屋 代表取締役
　三河　正範

広島市南区段
原山崎三丁目
２番２１号

株式会社平安堂
梅坪

代表取締役
　竹内　恒彦

広島市西区商
工センター七
丁目１番１９
号

株式会社ジェイ
アールサービス
ネット広島

代表取締役社
長
　山岡　修

広島市東区二
葉の里一丁目
１番２４号

株式会社モーツ
アルト

代表取締役
　田上　友康

広島県廿日市
市木材港北１�
５番２４号

有限会社タケノ 代表取締役
　竹野　考

広島市安芸区
中野三丁目３�
２番２号

平成２７年５月
２２日　退店

株式会社沙魚也 代表取締役
　楠原　祥司

広島市西区商
工センター二
丁目１７番３�
９号

久保田酒造株式
会社

代表取締役社
長
　久保田　文
也

広島市安佐北
区可部２丁目
３４番２４号

株式会社阿藻珍
味

代表取締役社
長
　阿藻　盛之

広島県福山市
鞆町後地１５�
６７番１号

株式会社出野水
産

代表取締役
　出野　保志

広島市西区草
津港一丁目１�
０番２６号

有限会社高木屋 代表取締役
　高木　壽子

広島市南区松
原町１番２号

有限会社京の寿
し

代表取締役
　一杉　京子

広島市東区牛
田本町一丁目
５番２７号

広島駅弁当株式
会社

代表取締役社
長
　中島　和雄

広島市東区矢
賀５丁目１番
２号

高木食品工業株
式会社

代表取締役
　高木　英洋

広島市西区草
津東一丁目１
番１５号

株式会社井上商
店

代表取締役
　井上　伊三
郎

山口県萩市東
浜崎町９番１
号

有限会社瀬戸民
芸

代表取締役
　近藤　聡司

岡山市南区泉
田３４１番１�
０号

株式会社廣文館
代表取締役社
長
　丸岡　弘二

広島市中区本
通１番１１号

平成２８年１２
月２６日　退店
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有限会社ダブル
オー

代表取締役
　大山　潤

広島市西区観
音新町四丁目
１４番３３号
マリーナホッ
プ内

平成２７年５月
２２日　出店

一般財団法人筆
の里振興会

理事長
　立花　隆蔵

広島県安芸郡
熊野町中溝五
丁目１７番１
号

平成２７年５月
２２日　出店

有限会社瀬戸民
芸

代表取締役社
長
　近藤　聡司

岡山市南区泉
田五丁目２番
５号

平成２５年９月
１９日　住所変
更

株式会社ココカ
ラファインヘル
スケア

代表取締役社
長
　塚本　厚志

横浜市港北区
新横浜３－１�
７－６イノッ
テクビル

平成２８年４月
１日　代表者変
更

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

平成２９年４月２０日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴西五丁目の１４２５番１の一部，１４２５

番２，１４２６番１，１４２６番２，１４２７番，１４２７番

２，１４３２番１，１４３２番２，１４３３番１，１４３３番

３，１４３４番１，１４３４番３，１４４３番１の一部及び

１４３５番の一部

２　開発面積

６，０２９．７０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐南区伴西五丁目１４３２番地１

社会福祉法人和楽会

理事長　伊藤　仁

４　検査済証交付年月日

平成２９年４月２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１３号

平成２９年４月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

井口連絡所

主任　　三木　洋子　　　　主事　山成　佑果

主査　　本田　芳美　　　　主事　桜井　加代

主査　　宮田　美恵　　　　主事　吉谷　美樹

主事　　吉信　里美　　　　主事　矢川　めぐみ

株式会社香月堂 代表取締役
　藤川　朋久

広島市東区曙
二丁目８番３�
０号

株式会社ジェイ
アールサービス
ネット広島

代表取締役社
長
　松浦　克宣

広島市東区二
葉の里一丁目
１番２４号

平成２６年６月
３０日　代表者
変更

株式会社島ごこ
ろ

代表取締役社
長
　奥本　隆三

広島県尾道市
瀬戸田町沢２�
０９番地３２

平成２９年３月
３１日　出店

株式会社むさし 代表取締役
　浮田　収

広島市中区榎
町１０番２３
号

平成２８年１月
１日　出店

株式会社酒商山
田

代表取締役
　山田　淳二

広島市南区宇
品海岸二丁目
１０番７号

平成２７年５月
２２日　出店

久保田酒造株式
会社

代表取締役社
長
　久保田　文
也

広島市安佐北
区可部２丁目
３４番２４号

株式会社アンデ
ルセン

代表取締役社
長
執行役員　中
原　健治

広島市中区袋
町３－２８

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社サン・
マリオ

代表取締役社
長
　永田　重考

広島市佐伯区
五日市駅前一
丁目１番２１
号

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社オクモ
ト

代表取締役
　奥本　浩之

広島県尾道市
東尾道１１番
地９

平成２７年５月
２２日　出店

株式会社神保 代表取締役
　神保　健一

広島市西区草
津港一丁目１�
０番１４号

平成２７年５月
２２日　出店

有限会社京の寿
し

代表取締役
　一杉　京子

広島市東区牛
田本町一丁目
５番２７号

広島駅弁当株式
会社

代表取締役
　中島　和雄

広島市東区矢
賀５丁目１番
２号

株式会社ＢＩＧ
ＳＥＴ

代表取締役社
長
　大瀬戸　尚

広島市安佐北
区口田南二丁
目２４番２１
号３０２

平成２８年１１
月１日　出店

有限会社高木屋 代表取締役
　高木　壽子

広島市東区若
草町１１番２
号８０４

平成２７年２月
２８日　住所変
更

株式会社沙魚也 代表取締役
　楠原　祥司

広島市西区商
工センター二
丁目１７番３�
９号

株式会社出野水
産

代表取締役
　出野　保志

広島市西区草
津港一丁目１�
０番２６号

株式会社井上商
店

代表取締役
　井上　伊三
郎

山口県萩市東
浜崎町９番１
号

高木食品工業株
式会社

代表取締役
　高木　英洋

広島市西区草
津東一丁目１
番１５号
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位　　置 面　　積
建物西側 １４１平方メートル

（変更後）

位　　置 面　　積
建物西側（荷さばき施設①） １２８平方メートル
建物南西側（荷さばき施設②） １４０平方メートル
建物南東側（荷さばき施設③） １３６平方メートル

合　　計 ４０４平方メートル

エ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

（変更前）

位　　置 容　　量
建物内西側 ８２．００立方メートル

（変更後）

位　　置 容　　量
建物内南西側（廃棄物保管施設①） ３５．００立方メートル
建物内南西側（廃棄物保管施設②） １２．６０立方メートル
建物内南東側（廃棄物保管施設③） １７．２８立方メートル

合　　計 ６４．８８立方メートル

⑶　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び

閉店時刻

（変更前）　開店時刻　午前７時

　　　　閉店時刻　午後９時

（変更後）　開店時刻　午前６時

　　　　閉店時刻　午後１２時

イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）

駐車可能時間帯
―

（変更後）

駐車可能時間帯
午前５時３０分から午前０時３０分まで

ウ　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）

出入口の数 位　　置
― ―

（変更後）

出入口の数 位　　置
１か所 敷地北西側

エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

帯

（変更前）

荷さばき可能時間帯
午前６時から午後１０時まで

（変更後）

主事　　竹原　正之

２　委任した事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（井口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２９年４月１日

４　委任期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１４号

平成２９年４月２１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同法第６条第３項が準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島新幹線名店街（西区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　湊　和則

広島市南区松原町２番３７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（変更前）　１，３６８平方メートル

（変更後）　２，６３５平方メートル

⑵　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐車場の位置及び収容台数

（変更前）

位　　置 収容台数
― ０台

（変更後）

位　　置 収容台数
建物屋上部 ８台

イ　駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）

位　　置 収容台数
― ０台

（変更後）

位　　置 収容台数
建物北東側 ３６台

ウ　荷さばき施設の位置及び面積

（変更前）
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下の一部

４　調査期間

平成２９年４月２４日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１６号

平成２９年４月２４日

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するの

で，同法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画が公示された年月日

平成２９年４月２４日

２　数値情報化を実施する者の名称

広島市

３　実施地域

広島市佐伯区湯来町大字伏谷の一部，大字麦谷の一部

４　実施期間

平成２９年４月２４日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１７号

平成２９年４月２４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 廃止年月日

加藤眼科 広島市中区白島北町３
－２０

平成２９年４月１
日

津田内科小児科医院 広島市中区昭和町１１
－２６

平成２９年４月１
日

医療法人社団センタ
ービル歯科

広島市中区基町６－２�
７広島バスセンタービ
ル８階第８０６号

平成２９年３月３�
１日

鎌田歯科クリニック 広島市中区舟入南二丁
目１－５－２０５

平成２９年３月３�
１日

おちあい循環器内科
クリニック

広島市東区温品四丁目
６－２２

平成２９年４月３�
０日

カンナ薬局 広島市南区南蟹屋一丁
目１－３１

平成２９年３月３�
１日

広島大腸肛門クリニ
ック

広島市西区庚午南一丁
目３５－２１

平成２９年３月３�
１日

フェローデンタルク
リニック

広島市西区三篠町三丁
目６－５グランディー
ル三篠１０１号室

平成２９年２月２�
８日

エルク薬局 広島市西区小河内町２
－１５－８

平成２９年３月３�
１日

荷さばき施設 荷さばき可能時間帯

荷さばき施設① 午前０時から午後１２
時まで（２４時間）

荷さばき施設② 午前０時から午後１２
時まで（２４時間）

荷さばき施設③ 午前０時から午後１２
時まで（２４時間）

４　変更年月日

平成３１年３月１日

５　届出年月日

平成２９年４月１３日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年４月２１日から同年８月２１日まで（ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び平成２９年８月６日を除

く。）

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年８月２１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１５号

平成２９年４月２４日

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので，同

法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画が公示された年月日

平成２９年４月２４日

２　調査を実施する者の名称

広島市

３　調査地域

広島市佐伯区湯来町大字伏谷の一部，大字麦谷の一部，大字
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⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

平成２８年６月２７日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成２８年６月２７日

５　届出年月日

平成２９年４月１７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年４月２４日から同年８月２４日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び平成２９年８月６日を除

く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年８月２４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１９号

平成２９年４月２４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ユアーズ白木店

⑵　所在地　広島市安佐北区白木町小越字中田１８８－１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

てんまミント薬局
広島市西区天満町１４
－１１エトワール鯉城
１０１号

平成２９年３月１�
６日

山崎整形外科内科ク
リニック

広島市安佐南区毘沙門
台一丁目４－１３

平成２９年３月３�
１日

もみじ訪問看護ステ
ーション

広島市安佐南区緑井一
丁目２４－１９－１０�
２

平成２８年１０月
７日

高陽皮ふ科クリニッ
ク

広島市安佐北区亀崎一
丁目２－２６

平成２９年３月１
日

医療法人社団彩華会
まつき歯科医院

広島市安佐北区安佐町
大字飯室字源太屋敷１�
５７０－１

平成２９年３月３�
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１８号

平成２９年４月２４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ユアーズ瀬野川店

⑵　所在地　広島市安芸区中野東一丁目７６１８番１

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島県安芸郡海田町南堀川町４番１１号

（変更後）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島県安芸郡海田町南堀川町４番１１号

（変更後）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

４　変更年月日
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９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年８月２４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２０号

平成２９年４月２４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 辞退年月日
医療法人ハンス　ハ
ンス心療内科広島医
院

広島市中区銀山町４－
１７　広島大同生命ビ
ル１Ｆ

平成２９年４月
１０日

医療法人藤原胃腸肛
門外科医院

広島市佐伯区八幡が丘
一丁目２２－１４

平成２９年３月
１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２１号

平成２９年４月２４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

村越　
貴典

―（出張
専業）

広島市佐伯区五日
市一丁目１６－
１０－２０３

あん摩・マ
ッサージ 平成２９年

３月１日はり・きゅ
う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２２号

平成２９年４月２４日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島県安芸郡海田町南堀川町４番１１号

（変更後）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島県安芸郡海田町南堀川町４番１１号

（変更後）

株式会社ユアーズ

代表取締役　根石　紀雄

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

平成２８年６月２７日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成２８年６月２７日

５　届出年月日

平成２９年４月１７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年４月２４日から同年８月２４日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び平成２９年８月６日を除

く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。
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１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり

２　変更期間

平成２９年５月１日から平成３０年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

青崎連絡所

主任　　　信部　佳代子　　　主査　　村上　美智子

主任　　　岩本　登志子　　　主事　　山木戸　忠義

課長補佐　倉橋　成之　　　　主事　　酒井　祐介

主幹　　　梶山　英治　　　　主事　　大野木　博之

主査　　　谷川　芳樹

２　委任した事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第２３号，第２４号に規定する手数料（青崎連絡所の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成２９年４月１日

４　委任期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２３号

平成２９年４月２５日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２４号

平成２９年４月２６日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条第１項の規定

により，次に掲げる施設を介護老人保健施設として開設を許可し

たので，同法第１０４条の２第１号の規定により告示します。

許可年月日　平成２９年４月２６日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人松村
循環器・外科
医院

介護老人保健
施設湯来まつ
むら（ユニッ
ト型）

広島市佐伯区
湯来町大字白
砂棡曽利５９�
０番

介護老人保健施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２５号

平成２９年４月２８日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實
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0
＊
収
入
超
過
者
の
家
賃
：
本
来
家
賃
に
収
入
区
分
及
び
収
入
超
過
者
と
な
っ
て
か
ら
の
経
過
年
数
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
。
（
本
来
家
賃
＋
（
近
傍
同
種
家
賃
－
本
来
家
賃
）
×
割
増
率
）

【
割
増
率
】

収
　
入
　
区
　
分

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目
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8,0
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円
～
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6,0

00
円

1
／

5
2
／

5
3
／

5
4
／

5
1
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円
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円

1
／

4
2
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4
3
／

4
1
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円
～
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円

1
／

2
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―
―

―
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円
～
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―

―
―

―


